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はじめに 

 

 

労働基準法（昭和 22年法律第 49号）第９条の「労働者」に該当するかどうか

については、請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず、個々

の働き方の実態に基づいて判断される。 

本資料集は、労働基準法における労働者性の判断基準に関し、基本的な考え方

を説明するとともに、近時の代表的な裁判例において判断に用いられた事情を

示すことで、労働関係の当事者にどのように労働者性の判断がされるかについ

て理解を促す目的で作成したものである。 

 

本資料集の使用に当たっては、以下の点に留意されたい。 

・労働者性は複数の要素を踏まえて総合的に判断されるが、当該判断に当たって

は、まず当該要素の種類を把握するとともに、それが重要な要素であるのか補

強的な要素であるのかといった軽重を理解することが重要であること（第１ 

労働基準法研究会報告（労働基準法の「労働者」の判断基準について）の概要） 

・上記の要素に該当するかどうかの判断に資するよう、本資料集においては、要

素ごとに簡潔に考え方を示すとともに、直近約 10年間（平成 24年以降）の主

要な裁判例1において判断に用いられた事情の例を引用したものであること

（第２ 個別の判断要素について） 

・上記の裁判例について、事件名、判決年月日・裁判例集掲載号頁、職種、労働

者性肯定／否定の別等の情報を一覧にしたため、必要に応じて参照すること

（別紙１ 裁判例一覧） 

・上記の裁判例における労働者性の各判断要素に係る判示も抜粋して掲載した

ため、必要に応じて参照すること（別紙２ 裁判例判示抜粋） 

・一定の職種等については別途解釈例規が示されているところ、当該解釈例規を

一覧にしたため、必要に応じて参照すること（別紙３ 関連通達） 

  

 

1 労働基準法の規定の適用ではなく労働契約の成否等が争点となった裁判例であって、労

働基準法における労働者性の判断の参考になると考えられるものを含む。 
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第１ 労働基準法研究会報告（労働基準法の「労働者」の判断基準について）の

概要 

 

 労働基準法第９条では、「労働者」を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払わ

れる者をいう」と規定している。労働基準法の「労働者」に当たるか否か、すなわち「労働

者性」は、この規定に基づき、以下の２つの基準で判断される。 

 

○ 労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して

労務を提供しているかどうか 

○ 報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか 

 

この２つの基準を総称して「使用従属性」と呼ぶ。2 

「使用従属性」が認められるかどうかは、請負契約や委任契約といった契約の形式や名称

にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総

合的に判断される。この具体的な判断基準は、労働基準法研究会報告（労働基準法の「労働

者」の判断基準について）（昭和 60年 12月 19日）（以下「昭和 60年研究会報告」という。）

において、以下のように整理されている3。 

 

１ 「使用従属性」に関する判断基準 

（１）「指揮監督下の労働」であること 

ア 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 

イ 業務遂行上の指揮監督の有無 

ウ 拘束性の有無 

エ 代替性の有無（指揮監督関係を補強する要素） 

（２）「報酬の労務対償性」があること 

２ 「労働者性」の判断を補強する要素 

（１）事業者性の有無 

（２）専属性の程度 

（３）その他 

 

2 「使用従属性」とは、「指揮監督下の労働であること」「報酬の労務対償性があること」

の両方の基準を総称したものであり、前者のみを指すものではないことに留意を要す

る。 
3 その後、労働者性の判断について問題となることが多い建設業手間請け従事者及び芸能

関係者について、昭和 60年研究会報告をより具体化した判断基準として、労働基準法

研究会労働契約等法制部会労働者性検討専門部会報告（建設業手間請け従事者及び芸能

関係者に関する労働基準法の「労働者」の判断基準について）（平成８年３月)が取りま

とめられている。 
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この判断基準は、今日においても、裁判実務等において、労働基準法の「労働者」の判断

における具体的基準として用いられているところである。個々の事例に対する判断基準の

適用は、なお個別の事例に応じて行われるものであるが、「第２ 個別の判断要素について」

においては、要素ごとに基本的な考え方を示すとともに、裁判例が指摘した事情の例を引用

する。 
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第２ 個別の判断要素について 

 

 以下では、労働基準法における労働者性に関する個別の判断要素について、基本的な考え

方を示すとともに、裁判例において指摘された事情の例を、契約書の定めと実際の取扱い、

稼働態様、勤怠管理等といった観点に着目して列挙する。なお、裁判例は、各事情の単数又

は複数を考慮して個別の判断要素の有無を認定しているものであり、各事情からそのよう

な認定に至るプロセスについては、個別の裁判例（別紙２ 裁判例判示抜粋）も参照された

い（各事情に括弧書きで付した裁判例番号は、別紙１及び別紙２において付した裁判例番号

に対応する。）。 

 

１ 「使用従属性」に関する判断基準 

（１）「指揮監督下の労働」であること 

ア 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 

（ア）基本的な考え方4 

 

発注者等から具体的な仕事の依頼や、業務に従事するよう指示があった場合などに、それ

を受けるか受けないかを受注者が自分で決めることができるか。 

 

こうした指示等に対して、受けるか受けないかを自分で決められる場合には、指揮監督関

係にないことを示す重要な要素となる。 

 

（指揮監督関係を肯定する方向に働く事情となる例） 

 発注者等から指示された業務を拒否することが、病気等特別な理由がない限り認めら

れていない場合 

（指揮監督関係を肯定する方向に働く事情には直ちに該当せず、契約内容なども考慮する

必要がある例） 

 いくつかの作業からなる「仕事」を自分の判断で受注した結果、それに含まれる個々の

作業単位では、作業を断ることができない場合 

 特定の発注者等との間に専属の下請契約を結んでいるために、事実上仕事の依頼を拒

否することができない場合 

 例えば建設工事などのように、作業が他の職種との有機的な連続性をもって行われて

いるため、業務従事の指示を拒否することが業務の性質上そもそもできない場合 

 

 
4 昭和 60年研究会報告第２の１（１）イ参照。 
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（イ）裁判例において指摘された事情の例 

 

諾否の自由の判断に当たって、裁判例において指摘された事情の例を、以下のとおり列挙

する。 

 

[諾否の自由を否定する方向（指揮監督関係を肯定する方向）に働く事情] 

＜契約書の定めと実際の取扱い等＞ 

 発注者により面接を行われ、履歴書や資格証を確認されるなどした上、顧客との直接交

渉をしない旨、就業場所の指定・変更（配置換え）の指示に従う旨、顧客からの仕事の

継続依頼は発注者に相談する旨などを誓約させられた（裁判例４）。 

 契約に基づいて従事していた業務以外の業務について、発注者からの指示により新た

に従事するようになったが、当該指示を拒絶することはできなかった（裁判例７）。 

 自らに業務が割り振られた場合、基本的には断ることなく依頼を受けていたところ、契

約においては業務量を定めることなく固定報酬とされていた（裁判例 17）。 

 契約内容を定める注文書には、業務内容が抽象的にしか記載されておらず、契約条件に

ついてのやりとりの時点等においても、担当する具体的な業務内容は明確にされてい

なかったところ、事業所に赴いてから発注者側が作成した作業スケジュール表のとお

り仕事の分担を決められ、また、担当させられた業務には、当初予定された業務以外の

業務も含まれていた（裁判例 18）。 

 契約において、主たる業務の他に裏方業務に積極的に参加することとされ、実際に各裏

方業務について「課」又は「部」に所属して、具体的な業務を割り振られ、事業活動に

滞りが生じないよう各担当「課（部）」の業務を行っており、担当しないことを選択す

る諾否の自由はなかった（裁判例 19）。 

 

＜稼働態様等＞ 

 担当する顧客の指定・変更、稼働の停止など業務に関する発注者の指示を拒否できなか

った（裁判例４）。 

 発注者の指示により日々の稼働を終了していた（裁判例４）。 

 業務用携帯端末を持たされ、同端末を介し前日の一定時刻に翌日の業務が配信されて

いたところ、一度、配信された業務については、個別に断ることができなかった（裁判

例６）。 

 上司の指示に従って業務に従事していた（裁判例８）。 

 自らが業務を受け持つ時間帯に顧客の予約がある場合、業務を実施しなければならな

かった（裁判例 14）。 

 顧客からの業務依頼を自由に断れるわけではなかった（裁判例 15）。 

 主たる業務の他、発注者が顧客から受注する際の窓口業務も担当していたところ、自ら
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の担当する顧客から依頼があった場合、基本的に全ての業務を断ることなく受注して

いた（裁判例 17）。 

 裏方業務については、年間数回程度担当するよう割り振りが決定され、割当日に都

合がつかない場合には交代できる者を自ら確保していた（裁判例 19）。 

 

＜勤怠管理等＞ 

 休暇取得に際して事前に申し出るものとされていた（裁判例４）。 

 １か月ごとの休日カレンダーが作成され、休日は指定されるが、その変更を希望する場

合は、休日カレンダー配布後、数日以内に申請書を提出する必要があった。また、休日

カレンダーが確定した後、休業申請する場合は、最低１週間前に申請する必要があった

（突発的な事由の場合でも、前日定刻を目安に連絡する必要があった）（裁判例６）。 

 

[諾否の自由を肯定する方向（指揮監督関係を否定する方向）に働く事情] 

＜稼働態様等＞ 

 従前からの担当顧客に追加して新たな顧客の担当を命じられることはなく、他の従業

員と比較しても担当顧客は少なかった（裁判例２）。 

 営業所で行われる朝礼への参加は必須ではなく、発注者等の許諾を得ずに、直接稼働場

所に赴くことも可能とされていた（裁判例５）。 

 業務終了後に営業所に戻って業務に当たることが必要とされておらず、営業所に立ち

寄るか否かも任意とされていた（裁判例５）。 

 稼働予定を変更することが妨げられてはいなかった上、稼働を開始した後、稼働予定時

間中であっても、発注者に連絡することによって、昼食その他の事由により、数時間に

わたって業務から外れること（中抜け）もでき、稼働終了予定時刻以前にも発注者に連

絡をすることによって業務を終了すること（上がり）も可能とされていた。そして、こ

れらについて発注者の承諾は必要とされておらず、また、これらを行ったからといって

不利益な処分が行われることもなかった（裁判例５）。 

 業務の依頼をされた場合、これを断りたい旨の申出をすることも相当程度には見受け

られ、その場合にはそれ以上強いて依頼されることはなく、そのような拒否ないし辞退

に対して直接的な不利益処分がなされることもなかった（裁判例５）。 

 「○日頃から仕事を始めてほしい。ほかに仕事が入ったときは、そっちを優先してもら

っても構わない。」、「何日でもいいから、よかったら来てくれないか。」等と言われ、業

務を依頼された（裁判例 10）。 

 個別の配送業務については、発注者に業務があれば発注することとなっており、その発

注についての諾否の自由があった（裁判例 21）。 

 

＜勤怠管理等＞ 
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 稼働日・稼働時間は、あらかじめ自らが所定の日までに毎月の稼働予定（稼働日及び時

間）を申告することにより決定するものとされ、その申告により稼働をしていた（裁判

例５）。 

 毎週、翌週の出社予定について、定型の書式を用いて、各日ごとに「出社」、「休み」等

から選択して記入するという方法で連絡することになっており、出社を希望したにも

かかわらず出社を拒否されたあるいは意思に反して出社を命じられたというような事

情もなかった（裁判例 22）。 

 

＜その他＞ 

 自らの業務と同様の現業業務に、発注者の本部長等高位の役職にあることがうかがわ

れる者が従事していた（仮に自らが発注者から業務に従事することを命じられる立場

にあるとすれば、発注者としては業務への従事を命じればよいはずであり、高位の役職

にあることがうかがわれる者をあえて現業業務に従事させる必要はないといえた）（裁

判例 22）。 
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イ 業務遂行上の指揮監督の有無 

（ア）基本的な考え方5 

 

業務の内容や遂行方法について、発注者等から具体的な指揮命令を受けているかどうか。 

 

具体的な指揮命令を受けていることは、指揮監督関係にあることを示す基本的かつ重要

な要素となる。 

 

（指揮監督関係を肯定する方向に働く事情となる例） 

 例えば運送業務において、運送経路、出発時刻の管理、運送方法の指示等がなされてい

るなど、業務の遂行が発注者等の管理下で行われていると認められる場合 

 例えば芸能関係の仕事において、映画やテレビ番組の製作会社から俳優や（撮影、照明

等の）技術スタッフに対して、演技・作業の細部に至るまで指示がなされている場合 

 発注者等の命令、依頼等により、通常予定されている業務以外の業務に従事することが

ある場合 

（指揮監督関係を肯定する方向に働く事情とならない例） 

 設計図、仕様書、指示書等の交付によって作業の指示がなされているが、こうした指示

が通常「注文者」が行う程度の指示に止まる場合 

 

（イ）裁判例において指摘された事情の例 

 

業務遂行上の指揮監督の判断に当たって、裁判例において指摘された事情の例を、以下の

とおり列挙する。 

 

[業務遂行上の指揮監督を肯定する方向（指揮監督関係を肯定する方向）に働く事情] 

＜契約書の定めと実際の取扱い等＞ 

 ヘルプとして契約外の業務に従事することがあった（裁判例 14）。 

 契約書において、業務内容が細かく特定され、かつ、当該業務を発注者等の指示により

行い、勤務日ごとに報告を行うこととされ、実際にも詳細な報告を行っていた（裁判例

20）。 

 

＜稼働態様等＞ 

• 定例ミーティングの参加やデイリーレポート（日報）の作成が義務付けられていた（裁

判例７）。 

 
5 昭和 60年研究会報告第２の１（１）ロ参照。 
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• 有資格者の上司の指示に従って上司の助手として業務に従事していた（裁判例８）。 

• 発注者側の都合で業務内容を変更されることがあった（裁判例８）。 

• 作業の内容や遂行方法について指示を受けていた（裁判例 11）。 

• 空き時間ができた場合、主たる業務以外の業務にも従事していた（裁判例 14）。 

• 発注者に対し各日の売上、顧客数、リピート顧客の数、顧客の性別、作業状況等につい

て詳細な業務報告をしていた（裁判例 15）。 

• 業務内容や納期等について指示を受けていた（裁判例 16）。 

• 業務の進捗状況を把握・管理され、業務に遅れがあったときは、その遅れを取り戻すよ

う命じられていた（裁判例 16）。 

• （発注者から具体的な指示を受けることはあまりなくとも）顧客の指示には従う必要

があった（裁判例 17）。 

• 定例会議において、担当業務の進捗状況や進行予定などを確認されていたほか、前月の

売上の数字を出して発破をかけるなどされていた（裁判例 17）。 

• 発注者側に対し、作業スケジュール表や会議において、作業の内容及び進行状況につい

て毎日報告し、確認を受けており、成果物も発注者側の検査を受けて対応を行っていた

（裁判例 18）。 

 

＜勤怠管理等＞ 

• 業務用携帯端末を通じて配送業務が終了した段階で報告をさせられており、発注者側

は稼働開始時間や業務状況の把握が可能な状況にあった（裁判例６）。 

• 業務の従事場所やスケジュールを変更されることがあった（裁判例 14）。 

 

＜その他＞ 

 発注者の会社名等が入った機械、器具等を業務上使用していた（裁判例６）。 

 制服を支給又は購入させられていた（裁判例６）。 

 サービス向上のための行動基準としてマニュアルが配布されていた（裁判例６）。 

 メールで業務指示と当該指示に従わない場合は解雇になる旨が伝えられていた（裁判

例６）。 

 業務において機械、器具等の使用を義務付けられていた（裁判例 14）。 

 研修等によって、機械、器具等の使い方等を具体的に指示されていた（裁判例 14）。 

 社内資格を取得するための研修をスケジュールに盛り込まれ受講させられていた（裁

判例 14）。 

 服装に関する細かい指示をされていた（裁判例 14）。 

 研修を受け、発注者が求める水準のサービスを実施する必要があった（裁判例 15）。 
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[業務遂行上の指揮監督を否定する方向（指揮監督関係を否定する方向）に働く事情] 

＜契約書の定めと実際の取扱い等＞ 

 従業員用の就業規則を適用されないこととされていた（裁判例５）。 

 契約において、業務の遂行に当たり、業務の性質上最低限必要な指示以外は、業務遂行

方法等について裁量を有し自ら決定することができることとされていた（裁判例 21）。 

 

＜稼働態様等＞ 

 具体的に指揮監督を受けていた形跡は窺えず、むしろ専門職として特別扱いを受けて

いた（裁判例２）。 

 他の従業員が行っていた雑用を行っていなかったが、そのことは問題視されていなか

った（裁判例２）。 

 業務内容については、発注者が全くの素人であることから、ほぼ自らの自由裁量に委ね

られていた（裁判例３）。 

 業務までの待機中、読書・食事等随意の方法により過ごすことができた（裁判例５）。 

 あらかじめ顧客に来店を勧誘し、来店の約束を取り付けた上で、来店した顧客を接待し

ており、自らの顧客が来店する予定のない日には、基本的には、出勤する必要がないも

のとされていた（裁判例９）。 

 顧客のうちの誰にいつ来店を勧誘するのか、どのような方法で勧誘するのかといった

点について、指示や指導を受けておらず、これらの点を専ら任せられていた上、接客の

方法や他の従業員との付き合い方について指示や指導を受けることもなかった（裁判

例９）。 

 主たる業務である建築工事の受注等の営業活動について、その相手先や方法を含め、具

体的な業務指示を受けることはなかった（裁判例 12）。 

 業務の判断のほとんどを自らに委ねられていた（裁判例 12）。 

 どのような手順で業務を行うか、業務終了後どこで待機するか、待機場所までどのよう

な方法で戻るかなどを自由に決めていた（裁判例 22）。 

 

＜勤怠管理等＞ 

 業務日や業務時間を含めて勤怠管理を一切受けていなかった（裁判例 12）。 

 

＜その他＞ 

 朝礼への参加は必ずしも必要とされてはおらず、その内容も連絡事項の伝達や服装等

の状況確認程度にとどまっていた（裁判例５）。 

 業務命令違反等に対する制裁措置としての懲戒処分を受けたことはなかった（裁判例

５）。 
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 顧客が来店しているときには、基本的に当該顧客の接待に従事していた上、報酬は、

自らの顧客に対する売上げのみに基づいて計算するものとされており、自らの顧客以

外の来店客を接待しても、報酬が増額されることはなかった（裁判例９）。  
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ウ 拘束性の有無 

（ア）基本的な考え方6 

 

発注者等から、勤務場所と勤務時間が指定され、管理されているか。 

 

勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されていることは、一般的には、指揮監督関係に

あることを示す基本的な要素となる。 

ただし、勤務場所や勤務時間が指定されていても、業務の性質上場所や時間が特定されて

いる場合や、施設管理や作業者等の安全確保の必要性から勤務の場所や時間が一定の範囲

に限定されている場合もあることから、勤務場所や勤務時間の指定が業務の性質等による

ものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるものかの見極めが必要である。 

 

（指揮監督関係を肯定する方向に働く事情となる例） 

 例えば映画やテレビ番組の撮影で、監督の指示によって一旦決まっていた撮影の時間

帯が変動したときに、これに応じなければならない場合 

（指揮監督関係を肯定する方向に働く事情とならない例） 

 勤務時間は指定され、管理されているが、それが他職種との工程の調整の必要性や、近

隣に対する騒音等の配慮の必要性などを理由とするものである場合 

 

（イ）裁判例において指摘された事情の例 

 

拘束性の判断に当たって、裁判例において指摘された事情の例を、以下のとおり列挙する。 

 

[拘束性を肯定する方向（指揮監督関係を肯定する方向）に働く事情] 

＜契約書の定めと実際の取扱い等＞ 

 契約書等において、稼働時間（出勤・退勤時刻等）や直行・直帰／休暇取得の場合の手

続等が定められており、実際にもそれらに沿った取扱いがなされていた（裁判例７）。 

 契約上、稼働場所や時間が指定されており、実際にも、原則としてシフト表に従って稼

働し、休日の変更も認められていなかった（裁判例８）。 

 特定の場所での週一定コマの業務が受け持ちとしてあらかじめ定められ、その時間に

顧客から予約があれば業務を行わなければならないとされていた。また、顧客の予約が

なくなった場合でも、その時間、主たる業務以外の業務に従事しなければならなかった

（裁判例 14）。 

 契約書に「委託時間は１日８時間から 10時間を目途とする」と記載され、送付された

 
6 昭和 60年研究会報告第２の１（１）ハ参照。 



15 

 

ハンドブックにも「10分前出勤を徹底」、「休憩は８時間勤務で１時間」、「（※休憩中で

も業務に入らなければいけない場合あり）」等の記載があった（裁判例 15）。 

 面接時に「（稼働日には）できるだけ８時間はいてもらいたい」旨が伝えられた（裁判

例 15）。 

 業務を行うに当たって遵守すべき事項として業務時間が規定された社内規程を交付さ

れ、実際に、基本的にその業務時間どおりに業務を行っていた（裁判例 16）。 

 

＜稼働態様等＞ 

 業務終了後、帰社して日報を作成することが指示されていた（裁判例６）。 

 業務遂行における時間及び場所について指示されていた（裁判例 11）。 

 店舗に配置されたスタッフは、３名ないし４名であり、シフトにおいて、各日の労務を

提供するのがそのうち２名又は３名であるところ、店舗においてスタッフ不足を理由

に閉店できないから、休日の希望日が重なれば、どちらか一方が業務に従事せざるを得

なかった（裁判例 15）。 

 ２人体制の日にシフトで割り当てられた業務従事時間中に中抜け（休憩や私用等の都

合のために一時的に業務から外れること）すると、店舗の業務従事者が１人になるため、

自由に中抜けすることが困難だった（裁判例 15）。 

 配置されているスタッフの休日希望日が重なった場合に、他の店舗から従業員を応援

に出すなどといったスタッフが自由に休む体制が構築されていなかった（裁判例 15）。 

 週５日、基本的に平日は毎日事務所に出勤し、８時間以上稼働しており、他の従業員と

ほぼ同様の稼働時間・稼働形態であったところ、このような勤務時間及び勤務形態を、

発注者から事実上求められていた（裁判例 17）。 

 発注者から請け負った主たる業務の他、発注者が顧客から受注する際の窓口業務も担

当していた（裁判例 17）。 

 毎月２回の定例会議については、欠席がほとんどなく、遅刻も数回しかなかったように、

出席を求められていた（裁判例 17）。 

 22時頃から翌日 15時頃までの間、可能な限り裏方業務に参加することとされ、参加可

能な時間帯をスマートフォンのアプリケーションを利用して共有していた（裁判例 19）。 

 

＜勤怠管理等＞ 

 業務用携帯端末を通じて業務状況等の把握が可能な状況に置かれていた（裁判例６）。 

 出勤簿において出退社時間も報告していた（裁判例 15）。 

 スケジュールを把握されていた（裁判例 16）。 

 スケジュールアプリケーションに名前が登録されていた（裁判例 17）。 

 タイムカードの打刻を指示されていた（裁判例 17）。 

 作業場所は事業所内／作業時間は１箇月あたり 151 時間から 185 時間までの間とされ
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た上で、作業実績報告書により作業時間を報告することを要求されたほか、平日の午前

９時 30 分から午後６時 15 分まで作業し、午後５時に退社するときや、前記時間に外

出するときにはその旨報告して了承を得ており、また、休日とされる土曜日に出勤をす

ることを会議で確認されるなどしていた（裁判例 18）。 

 業務時間が基本的に○時から○時、業務を行う場所も○という一つの場所に定められ

ていた（裁判例 20）。 

 勤務時間及び場所や公演についてはすべて委託者が決定していた（裁判例 19）。 

 

＜その他＞ 

 平日はほぼ毎日出社することを前提に通勤定期代を支給されていた（裁判例 17）。 

 

[拘束性を否定する方向（指揮監督関係を否定する方向）に働く事情] 

＜稼働態様等＞ 

 他の従業員から、一定時刻に出勤するよう注意され、また、居眠りをしている場合、他

の従業員から減給だなどと注意されることがあったが、同注意のために行状を改めた

形跡はなく、実際に減給などの処分も受けていなかった（裁判例２）。 

 稼働場所として他の従業員とは異なる場所を与えられていた（裁判例３）。 

 日中、明らかに私用と認められる行動を行っており、これについて承認を受けた形跡も

なかった（裁判例３）。 

 あらかじめ週当たりの出勤日数について了解を得た上で、出勤が可能な日について、顧

客に来店を勧誘し、来店した顧客を接待することを主たる業務として行っていたとこ

ろ、自らの顧客の来店予定がない日には基本的に出勤する必要がないとされていた。ま

た、出勤する場合でも、出勤時刻は自由であり、遅刻や早退をしても報酬の額が変わら

ないものとされており、かつ、顧客のうち誰にいつ来店を勧誘するのかは専ら自らに任

せられていた（裁判例９）。 

 最初に事務所に赴く必要があるが、その後は、事務所で待機して業務の打診を待つこと

も、他の場所で同打診を待つことも自由であった（裁判例 22）。 

 

＜勤怠管理等＞ 

 タイムカードを打刻せず、出退勤時刻は区々となり、出勤日数、欠勤日数、残業時間、

深夜残業時間、休日出勤時間、休日深夜時間、遅刻早退時間などを一切管理されていな

かった（裁判例２）。 

 稼働日及び稼働時間帯を自ら決定することができ、一定日、一定日数の稼働を義務付け

られているわけでもなかった（裁判例５）。 

 朝の一定時刻までに所属営業所へ出所することや、業務終了後に所属営業所へ帰所し

て業務に当たることも義務付けられていなかった（裁判例５）。 
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 共有されるパソコン上の業務予定表に自身の予定を記入していたものの、予定を組む

ことについて承認等を受けていない上、事業所外での打ち合わせも多々あった（裁判例

12）。 

 毎週、翌週の出社予定について、定型の書式を用いて、各日ごとに「出社」、「休み」等

から選択して記入するという方法で連絡することになっており、出社を希望したにも

かかわらず出社を拒否されたあるいは意思に反して出社を命じられたというような事

情もなかった（裁判例 22）。 

 他の従業員はタイムカードを打刻することとされているのに対し、同打刻を求められ

ていなかった（裁判例 22）。 
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エ 代替性の有無（指揮監督関係の判断を補強する要素） 

（ア）基本的な考え方7 

 

受注者本人に代わって他の人が労務を提供することが認められているか。 

受注者が自分の判断によって補助者を使うことが認められているか。 

 

労務提供に代替性が認められるかどうかは、指揮監督関係そのものに関する基本的な判

断基準ではないが、発注者等から受けた仕事を、代役を立て、その代役の人にやってもらう

ことや、他の人に依頼して手伝ってもらうことが、発注者等の了解を得ず自らの判断で行う

ことができるなど、代替性が認められる場合には、指揮監督関係にないことを示す要素とな

る。 

 

（イ）裁判例において指摘された事情の例 

 

代替性の判断に当たって、裁判例において指摘された事情の例を、以下のとおり列挙する。 

 

[代替性を否定する方向（指揮監督関係を肯定する方向）に働く事情] 

＜契約書の定めと実際の取扱い等＞ 

• 契約上、業務を第三者に委託したり、補助者を使用したりすることは想定されていなか

った（裁判例７）。 

• 契約上、第三者への再委託が認められていたものの、再委託を受ける第三者が、発注者

の定める資格を有する者に限定されており、円滑に再委託を実現するための各種の仕

組みが発注者において整えられていることも窺われなかった（裁判例 14）。 

• 契約前に経験や保有する資格の確認を受け、発注書にも自らが作業者であることが明

記されていた（裁判例 18）。 

 

＜稼働態様等＞ 

• 業務用携帯端末で業務内容の配信を受けた後は、当該業務内容につき責任をもたされ、

その内容について交渉する余地がなくなった（裁判例６）。 

• 上司の指示に従って業務に従事していた（裁判例８）。 

• 自らが再委託を行った実績はなかった（裁判例 14）。 

• 基本的に平日は毎日事務所に出社して業務を行っており、自己以外の従業員が顧客と

の窓口となる場合は業務を割り振られ、自己が窓口となる場合は自身が顧客と連絡を

取り合っていた（裁判例 17）。 

 
7 昭和 60年研究会報告第２の１（１）ニ参照。 
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[代替性を肯定する方向（指揮監督関係を否定する方向）に働く事情] 

＜契約書の定めと実際の取扱い等＞ 

• 契約上、自らの労働の提供自体が契約の目的とされているものではなく、業務を自ら行

うか、行うとしてどの程度の時間行うかは、自身の判断に委ねられており、実際に自ら

の親族や、自らが雇用したアルバイト従業員に業務を行わせていた（裁判例 13）。 
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（２）「報酬の労務対償性」に関する判断基準 

ア 基本的な考え方8 

 

支払われる報酬の性格が、発注者等の指揮監督の下で一定時間労務を提供していることに

対する対価と認められるか。 

 

報酬がこのようなものと認められる場合には、「使用従属性」を補強する要素となる。 

なお、報酬については、「労働者が使用者の指揮監督下で行う労働」に対して支払われる

ものが「賃金」であり、逆は成り立たないので、報酬の名目が「賃金」「給与」等であるこ

とを理由として「使用従属性」が認められることにはならない。 

 

（「報酬の労務対償性」を肯定する方向に働く事情となる例） 

 報酬が主として「作業時間」をベースに決定されていて、「仕事の出来」による変動の

幅が小さい場合 

 仕事の結果や出来映えにかかわらず、仕事をしなかった時間に応じて報酬が減額され

たり、いわゆる残業をした場合に追加の報酬が払われるような場合 

 報酬が、時間給や日給など時間を単位として計算される場合 

 例えば映画やテレビ番組の撮影において、撮影に要する予定日数を考慮しつつ作品一

本あたりいくらと報酬が決められており、拘束時間日数が当初の予定より延びた場合

には、報酬がそれに応じて増える場合 

（肯定する方向に働く事情とならない例） 

 例えば文字起こしの仕事において、受注者ごとに音声の録音時間１時間当たりの単価

を決めており、録音時間数に応じた出来高制としているなど、受注者本人の能力により

単価が定められている場合 

 

イ 裁判例において指摘された事情の例 

 

報酬の労務対償性の判断に当たって、裁判例において指摘された事情の例を、以下のとお

り列挙する。 

 

[報酬の労務対償性を肯定する方向に働く事情] 

• 賃金は月給制で、労働の結果による較差がなく、遅刻、早退等による賃金控除が予定さ

れていた（裁判例８）。 

• 報酬が時給計算されていた（裁判例 11）。 

 
8 昭和 60年研究会報告第２の１（２）参照。 
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• 報酬は業務に従事したコマ数を基準として定められていた（裁判例 14）。 

• 報酬は歩合制であったものの、１日当たりの最低保証額が定められており、しかも業務

従事時間が８時間に満たない場合には減額されていた（裁判例 15）。 

• 業務量を定めることなく月額の固定報酬とされ、実際に担当した業務の売上額にかか

わらず当該固定報酬を支払うものとされていた。また、主たる業務以外の窓口業務にも

従事していたところ、固定報酬にはこのような業務の対価も含まれていたと評価され、

基本的に週５日、１日８時間以上事務所においてこれらの業務に従事していた（裁判例

17）。 

• 報酬は、作業時間が１箇月あたり 151 時間から 185 時間までの間に収まる場合には月

額 60万円、151時間を下回る場合には時間単価を 3980円として控除し、185時間を上

回る場合には時間単価を 3240円として加算することとされていた（裁判例 18）。 

 

[報酬の労務対償性を否定する方向に働く事情] 

 毎月固定額を支給されていたが、住宅手当、家族手当、精勤手当、通勤手当などの支払

いはなく、昇給がなされた形跡もなかった（裁判例２）。 

 報酬は、客先によって定まる料金に一定の利率を乗じて算定されていたものであって、

出来高払方式に属するものであった（裁判例５）。 

 報酬は、自らの顧客に対する売上げのみに基づいて計算されており、稼働時間や出勤日

数と連動・比例しておらず、しかも、その額は発注者の取り分よりも多く、仮に労務提

供の対価としたならば極めて高額であった（裁判例９）。 

 報酬は、単価に件数を乗じて算出するものであった（裁判例 21）。 

 報酬は、業務の売上額に応じてその金額が決まる完全歩合制となっていた（裁判例 22）。 
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２ 「労働者性」の判断を補強する要素 

 

「指揮監督下の労働であるか」及び「報酬の労務対償性があるか」の基準によって労働者

性の判断が困難な場合には、以下の要素をも考慮して、総合判断する必要がある。 

 

（１）事業者性の有無 

ア 基本的な考え方9 

 

a. 仕事に必要な機械、器具等を、発注者等と受注者のどちらが負担しているか。 

b. 仕事に対して発注者等から受け取る報酬の額が著しく高額ではないか。 

 

a. 受注者が所有する機械、器具等が安価な場合には問題にならないが、著しく高価なもの

を受注者が所有、用意している場合、自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う

「事業者」の性格が強くなり、労働基準法における「労働者性」を弱める要素となる。 

 

b. 受け取る報酬の額が、発注者等に雇用されて同じような仕事をしている労働者と比較

して著しく高額である場合は、労務提供に対する「賃金」ではなく、事業者に対する代金

の支払と認められ、労働基準法における「労働者性」を弱める要素となる。 

ただし、それが長時間労働の結果であり、単位時間当たりの報酬の額をみると同種の業

務に従事する正規従業員に比して高額とはいえない場合もあることに留意が必要である。 

 

イ 裁判例において指摘された事情の例 

 

事業者性の判断に当たって、裁判例において指摘された事情の例を、以下のとおり列挙す

る。 

 

[事業者性を否定する方向に働く事情] 

a. 機械、器具の負担関係 

• 契約において、自らが所有する機械や器具を持ち込んで使用するものではなく、車両に

ついては発注者の会社名が入った発注者が所有名義のものを発注者からリースし、ま

た、業務用携帯端末については発注者が用意したものを持つこととされていた（裁判例

６）。 

• 作業において自らの所有する機械や部品を使用することはなかった（裁判例 11）。 

• 店舗や備品の提供を受けていた（裁判例 15）。 

 
9 昭和 60年研究会報告第２の２（１）参照。 
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 事務所に自己専用のデスク及びパソコンを設置され、通勤定期代その他の交通費や経

費についても発注者に負担してもらっていた（裁判例 17）。 

 業務に使用するコンピューター、ソフトウェア等の機械・器具を有する者ではなかった

（裁判例 18）。 

 

b. 報酬の額 

 一般従業員の手取り平均月額約 41 万円に対し、月額約 45 万円の報酬は、労働者性が

否定されるほどに高額であったとは認めがたかった（裁判例６）。 

 基本委託料、言語報酬に成功報酬を加算した金額が 1350円であり、成績や社内資格の

保持によるステイタスに基づく加算が 100～200円であるのに対し、従業員の基本コマ

給、職務手当に精勤手当を加算した金額は 1150円であり、能力査定に基づくスキル手

当が 0～800円であることからすると、報酬が従業員の給与より高額とは限らず、その

差が労働者性の判断を左右するほど大きいとはいえなかった（裁判例 14）。 

 報酬は月 60万円であり、著しく高いとはいえなかった（編者注：職種はシステムエン

ジニア）（裁判例 18）。 

 

[事業者性を肯定する方向に働く事情] 

a. 機械、器具の負担関係 

 自らと発注者双方の業務に従事する補助者がおり、同人の賃金は、発注者と相談の上、

折半で負担するようにした（裁判例２）。 

 稼働に当たり使用する各種器具を自らの負担で用意し、これらの維持管理に係る経費

も負担していた（裁判例５）。 

 

b. 報酬の額 

 （該当なし） 
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（２）専属性の程度 

ア 基本的な考え方10 

 

特定の発注者等への専属性が高いと認められるか。 

 

特定の発注者等に対する専属性の有無は、直接に「使用従属性」の有無を左右するもので

はなく、特に専属的な働き方をしていないことによって、労働基準法における「労働者性」

を弱めることとはならない。 

他の発注者等の業務を行うことが制度上制約されたり、時間的な余裕がなく事実上困難

であるような場合や、報酬に固定給部分があるなど報酬に生活保障的要素が強いと認めら

れるような場合には、専属性の程度が高く、労働基準法における「労働者性」を補強する要

素となる。 

 

イ 裁判例において指摘された事情の例 

 

専属性の判断に当たって、裁判例において指摘された事情の例を、以下のとおり列挙する。 

 

[専属性を肯定する方向に働く事情] 

• リースを受けている機械、器具について発注者の社名が記載されており、当該発注者以

外から業務を受注することが想定されていなかった（裁判例６）。 

• 発注者が専属代理店となっている商品・サービス以外を取り扱うことを禁止されてい

た（裁判例７）。 

• 契約期間中、競業避止義務を負わされており、発注者と同様の業務に従事することがで

きず、契約期間終了後も１年間、同様の義務を負わされていた（裁判例 14）。 

• 稼働態様には時間的余裕がなく、兼業は事実上困難であった（裁判例 14）。 

• 基本的に週５日、１日８時間以上発注者において稼働していたものであるから、事実上

他の企業の依頼を個人として受けることは困難であり、実際にも他の企業の依頼を受

けていなかった（裁判例 17）。 

• １日の作業時間によれば事実上専属の状態であった（裁判例 18）。 

• 裏方業務に追われ、他の劇団の公演への出演やアルバイトすらできない状況であった

（裁判例 19）。 

 

[専属性を否定する方向に働く事情] 

 発注者の事務所内に、自らの事務所を置き、発注者の仕事のほかに自らの顧客の仕事を

 
10 昭和 60年研究会報告第２の２（２）参照。 



25 

 

することに何の制約もなく、自らの顧客の仕事からの収入は、発注者の仕事からの収入

の 2.5倍を超えていた（裁判例２）。 

 兼業が許されており、実際にも他の業種の業務に従事している者がいた（裁判例５）。 

 報酬として、発注者内の最高額である代表者と同額の 1000万円を受け取っていた（裁

判例 12）。 

 営業時間が夜間であり、求人情報にも「Ｗワークの方も歓迎」と記載されていた（裁判

例 22）。 
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（３）その他11 12 

 

以上のほか、昭和 60年研究会報告は、裁判例には、下記の内容等発注者が受注者を自ら

の労働者と認識していると推認される点を、「労働者性」を肯定する判断の補強事由とする

ものがあることを指摘している。 

なお、同報告において述べられているのは、下記の内容等を重要な事由ではなく、あくま

で補強事由とするものがあることである。また、下記の事情がないことが「労働者性」を否

定する判断の補強事由となる訳ではないことにも留意されたい。 

・採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同様であること 

・報酬について給与所得としての源泉徴収を行っていること 

・労働保険の適用対象としていること 

・服務規律を適用していること 

・退職金制度、福利厚生を適用していること 

 

 

 

  

 

11 昭和 60年研究会報告第２の２（３）参照。 

12 本資料集に掲載した裁判例のほか、業務委託契約を多用し自社では労働者をほとんど雇

用しないビジネスモデルにおける労働者性が争われた事案として、ベルコ事件（札幌地判平

成 30年９月 28日労判 1188号５頁）等がある。同事件の事案の概要は以下のとおりである。

すなわち、Ａは、冠婚葬祭業を営む会社Ｙとの間で自らを代理店主とする代理店契約等を締

結した上で、Ｘらを含む労働者を雇用していたが、当該代理店契約等の終了に伴い、他の代

理店主Ｂが、Ａに代わりＡが担当していた地域の業務を引き継ぐことになった。しかし、Ｂ

は、Ａの従業員のうちＸら以外の者との間でそれぞれ労働契約を締結するに留まり、Ｘらと

は労働契約を締結しなかった。そこで、ＸらがＹに対し労働契約上の地位を有することの確

認等を求めたものである。 

同事件は、控訴審で和解が成立し、Ｘらが代理店に復職すること、Ｙが約７年間分の賃金

に相当する金額を支払うこと、代理店が閉鎖した場合は他の代理店での再就職についてＹ

が協議に応じることなどが合意された。 
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別紙１ 裁判例一覧 

 

裁判例 

番号 

事件名 判決年月日・裁判例集 

掲載号頁 

職種 労働者性肯定

／否定の別 

１ 日興運送事件 東京地判平成 24年１月

27日労判 1048号 167頁 

トラック運転手 肯定 

２ 公認会計士Ａ事

務所事件 

東京高判平成 24年９月

14日労判 1070号 160頁 

税理士 否定 

３ 末棟工務店事件 大阪地判平成 24年９月

28日労判 1063号５頁 

ＩＴ技術者 否定 

４ 福生ふれあいの

友事件 

東京地裁立川支判平成

25年２月 13日労判 1074

号 62頁 

介護ヘルパー 肯定 

５ ソクハイ事件 東京地判平成 25年９月

26日労判 1123号 91

頁・東京高判平成 26年

５月 21日労判 1123号

83頁 

バイシクルメッ

センジャー 

否定 

６ 東陽ガス事件 東京地判平成 25年 10月

24日労判 1084号５頁 

ガスボンベ配送

員 

肯定 

７ 株式会社ＭＩＤ

事件 

大阪地判平成 25年 10月

25日労判 1087号 44頁 

保険契約勧誘等

の営業 

肯定 

８ 医療法人一心会

事件 

大阪地判平成 27年１月

29日労判 1116号５頁 

介護ヘルパー、

看護師 

肯定 

９ 東京リエ・コー

ポレーション事

件 

東京地判平成 27年 11月

５日労判 1134号 76頁 

接待を伴う飲食

店業務従事者 

否定 

10 川越労基署長

（Ｃ工務店）事

件 

大阪地判平成 28年 11月

21日労判 1157号 50頁 

大工 否定 

11 わいわいサービ

ス事件 

大阪高判平成 29年７月

27日労判 1169号 56頁 

倉庫・配送作業

の下請業務従事

者 

肯定 

12 建通エンジニア

リング業務委託

者ほか事件 

東京地判平成 29年８月

31日労判 1179号 71頁 

建築工事や建設

コンサルティン

グ等の営業 

否定 
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13 セブン―イレブ

ン・ジャパン事

件 

東京地判平成 30年 11月

21日労判 1204号 83頁 

コンビニ・オー

ナー 

否定 

14 ＮＯＶＡ事件 名古屋地判令和元年９月

24日労判 1237号 25

頁・名古屋高判令和２年

10月 23日労判 1237号

18頁 

英会話講師 肯定 

15 イヤシス事件 大阪地判令和元年 10月

24日労判 1218号 80頁 

リラクゼーショ

ンサロンにおけ

る整体やリフレ

クソロジー等の

施術業務等従事 

者 

肯定 

16 鑑定ソリュート

大分ほか事件 

大分地判令和２年３月

19日労判 1231号 143頁 

不動産鑑定士 肯定 

17 ワイアクシス事

件 

東京地判令和２年３月

25日労判 1239号 50頁 

コピーライター 肯定 

18 ＡＱソリューシ

ョンズ事件 

東京地判令和２年６月

11日労例 1233号 26頁 

システムエンジ

ニア 

肯定 

19 エアースタジオ

事件 

東京高判令和２年９月３

日労判 1236号 35頁 

劇団員 肯定 

20 ブレイントレジ

ャー事件 

大阪地判令和２年９月３

日労判 1240号 70頁 

ホテルのフロン

ト業務従事者 

肯定 

21 ロジクエスト事

件 

東京地判令和２年 11月

24日労判 1259号 69頁 

配送業務従事者 否定 

22 日本代行事件 大阪地判令和２年 12月

11日労判 1243号 51頁 

運転代行業務従

事者 

否定 
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別紙２ 裁判例判示抜粋 

 

「第２ 個別の判断要素について」において事情を引用した裁判例について、労働者性の

各判断要素に係る判示を、以下のとおり抜粋して掲載する（Ｘは自らを労働者であると主張

する者、ＹはＸにより使用者であると主張される者を指すものとし、固有名詞を抽象化する

等の加工を出典に加えた。また、下線は編者による。）。 

なお、掲載内容は、個別の判断要素について、肯定/否定する方向に働く事情の記載を抜

粋したものであるため、抜粋した記載のみをもって労働者性が判断されたものではないこ

とに留意を要する。 

 

<裁判例１ 日興運送事件／東京地判平成 24年１月 27日労判 1048号 167頁> 

【 職 種 】トラック運転手 

【労働者性】肯定 

【 争 点 】労働契約法上の労働者性（退職金） 

【 判 示 】 

……Ｘが昭和５２年４月１日以降本件業務において乗っていた車両は、Ｙが代金を支払

って購入したＹの所有にかかるものであり、Ｙは、Ｘの給与から、購入代金相当額をＸと協

議することなくＹが一方的に決定した方法によって月々差し引くことによって、購入代金

の回収ないし償却を行っており、車両購入代金について、ＸがＹあるいは自動車販売会社に

対して何らかの担保を提供するということもなかった。Ｘは、Ｙから修理についてはＡで行

うよう指定され、そのとおりにし、燃料についても、Ｙからの指示に従い、Ｙから渡された

Ｙ名義のカードを用いて「関所」という給油所で入れるか、日立セメント株式会社内の給油

所で入れており、修理代や燃料代は、Ｙが債務を負担し、Ａ等からＸではなくＹに対して請

求がなされ、ＹがＡに支払った後に、ＹがＸの給料から相当額を差し引いていた。したがっ

て、Ｙは、本件車両の運行に伴って発生する費用をＸが行う本件業務によって回収する必要

があったのであるから、Ｙが本件申出を許諾する、ＸがＹ所有車両を利用してＹ以外の業務

を遂行するということは想定しがたく、Ｘに本件業務遂行について諾否の自由があったも

のとはいえない。…… 

 

<裁判例２ 公認会計士Ａ事務所事件／東京高判平成 24年９月 14日労判 1070号 160頁> 

【 職 種 】税理士 

【労働者性】否定 

【 争 点 】労働契約法上の労働者性（解雇） 

【 判 示 】 

……Ｘは、平成１６年９月に、Ｙ事務所に、再度の契約を希望し、Ｙが、従前の人間関係

からこれに応じているのであるから、平成１６年９月には、新たな契約が締結されたと認め
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ることができる。 

そして、平成１６年９月以降の事情として、①Ｘは、かつて担当した顧客である法人１２

件、個人１７件を担当しただけであり、平成１６年１月以前と比べて顧客数は減り、新たな

顧客を命じられた形跡もないこと（他の職員は、法人で６０～７０件、これに個人を加える

と１人当たり１５０件を超える顧客を担当していた。）、②ＸがＹから具体的に指揮監督を

受けていた形跡は窺えず、むしろ税理士として特別扱いを受けていたこと（Ｘも指揮監督を

受けていた具体的事実をほとんど主張又は供述していない。）、③Ｘは、平成１６年１月以前

は自ら行い、それ以後も他の従業員が行っていたＹ事務所での雑用をしなくなり、そのこと

がＹ事務所で問題視されていないこと、④Ｘは、平成１６年２月まで打刻していたタイムカ

ードを打刻せず、出退勤時刻は区々となり、Ｙは、Ｘの出勤日数、欠勤日数、残業時間、深

夜残業時間、休日出勤時間、休日深夜時間、遅刻早退時間などを一切管理していなかったこ

と、⑤Ｘは、従前の名残からか、他の従業員から、午前９時に出勤するよう注意され、また、

居眠りをしている場合、他の従業員から減給だなどと注意されることがあったが、Ｘが同注

意のために行状を改めた形跡はなく、実際に減給などの処分を受けたこともなく、Ｘに労働

時間の拘束があったとは到底いえず（Ｘは、週１６時間の労働時間の合意があった旨主張す

るが、これを認めるに足りる証拠はない。）、またＹ事務所の服務規律に従っていたともいえ

ないこと、⑥Ｘは、Ｙから、毎月、約１１万円の固定額を支給されていたが、住宅手当、家

族手当、精勤手当、通勤手当などの支払はなく、２０年解除までに昇給がなされた形跡もな

いこと、⑦Ｘは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入せず、Ｘから加入を要求するこ

とも、Ｙが加入を勧めることもなかったこと、⑧Ｘは、Ｙ事務所内に、Ｘ事務所をおいた事

業者であり、Ｙ事務所の仕事のほかに、自らの顧客の仕事をすることに何の制約もなく、２

０年解除の時点では、Ｘ事務所からの収入は、Ｙ事務所からの収入の２．５倍を超えていた

こと（Ｙ事務所からの年収は、月額１１万、賞与が年２回１１万円と２０万円で計算すると

合計１６３万円であり、Ｘ事務所からの収入は４２０万円であり、後者が前者の約２．５７

倍となる。）、⑨平成１９年１１月ころから、Ｘの補助者としてＬが付くことになり、Ｌは、

Ｙ事務所、Ａ税理士法人の双方の業務に従事し、賃金は、両事務所が相談の上、折半で負担

するようにしたことを指摘することができる。 

上記の各事情によると、平成１６年９月以降のＸとＹとの契約実態は、平成１６年１月ま

でのそれとは明らかに異なるものであり、Ｘが税理士資格を持つ独自の事業者であり、本格

的に事業者としての活動をすることを前提にしており、Ｙは、Ｘを他の従業員と異なる扱い

をしていたものといわざるを得ないし、Ｘも、平成１６年１月までと、同年９月以降とは、

自らの地位について明らかに異なった意識を有していたと認めることができる。そして、契

約は、従来の人的な関係もあり、ＹがＸの当初の生活を応援するために、Ｙの税理士として

の仕事の一部を任せたという性格が濃いものというべきである。これらに加えて、Ｘは税理

士であるところ、税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場で、租税に関

する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることなどを使命とするから（税理士法
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１条）、専門家としての職務の中核部分では、労働契約で予定される指揮命令権とは馴染み

にくい面があり、労働契約の認定にはある程度慎重であるべきこと（税理士事務所の税理士

資格を持たない従業員と同様の仕事をする場合であっても、税理士資格を有する以上、税理

士の職務として税理士法１条の趣旨が働くべきである。）からすると、ＸとＹとの平成１６

年９月以降の契約関係は、雇用契約ではなく、担当顧問先の会計事務等の事務処理のみを内

容とする準委任契約とみるのが相当である。…… 

 

<裁判例３ 末棟工務店事件／大阪地判平成 24年９月 28日労判 1063号５頁> 

【 職 種 】ＩＴ技術者 

【労働者性】否定 

【 争 点 】労働基準法上の労働者性（割増賃金等） 

【 判 示 】 

……（２） 仕事依頼への諾否の自由、業務内容や遂行の仕方についての裁量の有無・程

度等について 

ア Ｘの業務内容については、Ｙ代表者がＩＴ関連事業について全くの素人であること

から、ほぼＸの自由裁量に委ねられていたと認められる。この点、ＸがＹに業務報告のメー

ルを送信している事実は認められるものの（〈証拠略〉）、それは予定の連絡ないし事後報告

の域を出ないものであるし、その内容を受けてＹがＸに何らかの具体的な業務指示を出し

ていたことを客観的に裏付ける証拠も見当たらないから、これをもって、業務内容について、

Ｙの指揮命令が及んでいたと評価することはできない。Ｙは工務店であって、Ｙ代表者は、

ＩＴ関連事業について素人であること（なお、Ｙの全部事項証明書の「目的」欄には、ＩＴ

関連事業は含まれていない（弁論の全趣旨）。）、Ｘは、Ｙに提出した事業計画書（〈証拠略〉）

の中で、Ｙを親会社、Ａ（編者注：ＸはＡの名称でＩＴ関連事業を行っていた。）を子会社

と位置付けていること（上記１（１））なども併せ考えると、Ｘ及びＹは、ＡをＹから独立

した事業主体であると考えていたことが認められ、このことは、ＸとＹとの間に指揮命令関

係が存在しなかったことを強く推認させる事実であるといえる。…… 

（３） 勤務場所や勤務時間の拘束の有無等 

ア Ｘの勤務場所については、Ｙは、Ｙ事務所とは別に、Ａのために倉庫・ガレージを賃

借して事務所を用意し、Ｘは、同事務所を自由に使用することができたことが認められ（上

記１（２））、Ｙの他の従業員とは明らかに異なる取扱いを受けている。 

もっとも、ＹがＡのためにコピー機等の備品や社用車等を購入していることは、Ａの独立

性を否定する方向に働く間接事実であるといえるが、他方で、ＯＡフロア工事のために購入

した高性能パソコンについては、Ｘがリース料を負担し、契約解消後もＸが私物として所有

しているから（上記１（２））、Ａの備品等をＹが用意した事実は、ＸＹ間の契約の性質の判

断に決定的な要素であるとまではいえない。 

イ 次に、勤務時間の拘束の有無を検討すると、Ｘは、所定労働時間は午前９時から午後
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６時まで（休憩１時間を含む。）の１日８時間であり、土曜日も出勤を命じられていたと主

張するが、Ｘは、土曜日のみならず、平日であっても、日中、明らかに私用と認められる行

動を行っており（上記１（９））、これについてＹの承認を受けた形跡もないことからすると、

所定労働時間の定めがあり、土曜日も出勤を命じられていたとのＸの供述は採用できない。

…… 

 

<裁判例４ 福生ふれあいの友事件／東京地裁立川支判平成 25 年２月 13 日労判 1074 号 62

頁> 

【 職 種 】介護ヘルパー 

【労働者性】肯定 

【 争 点 】労働契約法上の労働者性（解雇） 

【 判 示 】 

……平成１８年１２月２日、ＹがＸに対する面接を行い、履歴書やヘルパー二級の資格証

を確認するなどした上、Ｘに対し、本件要介護者との直接交渉をしない旨、就業場所の指定・

変更（配置換え）の指示に従う旨、本件要介護者からの仕事の継続依頼はＹに相談する旨な

どを誓約させて、同月五日、本件要介護者の居室での仕事を紹介し、Ｘが就業を開始したこ

と、ＹがＸに対し、Ａで就業する際の行儀作法の指導のため、介護に関する注意事項やＹ指

定の日時以外のＡへの立入りの禁止などを指示した書面を多数交付していたこと、Ｘは休

暇取得に際して事前にＹに申し出るものとされていたこと、Ｘらヘルパーは、担当する入居

者の指定・変更、就業の停止など業務に関するＹの指示を拒否できなかったこと、Ｘは、Ｙ

の指示により、本件要介護者の居室での労働を終了したことが認められ、これらの事実によ

ると、Ｙは、Ｘに対して仕事を紹介するか、当該紹介に係る仕事を継続させるか否か等を決

定できたのであって、Ｘは、Ｙの仕事の紹介・依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由

がなく、本件要介護者への紹介がなされた後もＹの指示・命令に服する地位にあり、Ｙの指

示の下で本件要介護者の居室で労働に従事していたというべきである。…… 

 

<裁判例５ ソクハイ事件／東京地判平成 25年９月 26日労判 1123号 91頁・東京高判平成

26年５月 21日労判 1123号 83頁> 

【 職 種 】バイシクルメッセンジャー 

【労働者性】否定 

【 争 点 】労働契約法上の労働者性（解雇） 

【 判 示 】 

（第一審） 

……イ 使用従属性の有無について 

（ア） 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無等について 

ａ 稼働日・稼働時間の決定 
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上記認定事実によれば、メッセンジャーの稼働日・稼働時間は、あらかじめメッセンジャ

ーが所定の日までに毎月の稼働予定（稼働日及び時間）を申告することにより決定するもの

とされ、メッセンジャーはその申告により稼働をしていたものであり、稼働日・稼働時間に

ついては、メッセンジャー即配便の営業日・営業時間と同じくする者も多かったが、これと

異にする者もおり、中には稼働日自体が不定期な者もいたことは上記認定のとおりである。

…… 

ｂ 稼働日における営業所への来所 

上記認定事実によれば、平成２１年２月頃までにおけるＹの営業所の中には、朝礼を行い、

メッセンジャーの参集を求めていた営業所もあった。しかし、すべての営業所でそのような

措置が採られていたと認めるべき証拠はなく、その後は他の営業所も含め、営業所に立ち寄

ったメッセンジャーに対してのみ朝礼が行われ、直接、稼働場所に赴くことも可能とされて

いる。しかも、直接稼働場所に赴くことについて、Ｙ又は営業所長の許諾を必要としている

とも認められない。また、配送業務終了後においても、営業所に戻って業務に当たることが

必要とされていたとも認められず、配送業務にかかる伝票及び伝票内訳書を翌営業日の午

前中までに営業所長宛に提出する限り、営業所に立ち寄るか否かも任意とされていた。…… 

ｃ 稼働日における業務従事の中断、終了 

前記のとおり、メッセンジャーは基本的には申告に係る稼働日に申告どおりの稼働時間、

稼働することが想定されていたとはいえるが、その稼働予定自体を変更することも妨げら

れてはいなかった上、メッセンジャーは、稼働を開始した後、稼働予定時間中であっても、

配車係に連絡することによって、昼食その他の事由により、長い者では２、３時間にわたっ

て配送業務から外れること（中抜け）もでき、申告した稼働終了予定時刻以前にも配車係に

連絡をすることによって配送業務を終了すること（上がり）も可能とされていたところであ

り、これらについてＹの承諾が必要とされていたと認めるべき証拠はない。また、これらを

行ったからといって不利益な処分が行われた事実があるとも認められない。…… 

ｄ 個別の配送依頼に対する受諾 

上記認定のとおり、メッセンジャーが、待機中、配車係から配達業務の依頼をされた場合、

メッセンジャーは基本的にはこれを引き受けるべきものとされていたとみるのが相当であ

るが、他方で、メッセンジャーが、これを断りたい旨の申出をすることも相当程度には見受

けられ、その場合には配車係がそれ以上強いて依頼することはなかったものであって、Ｙか

ら強いて配送に当たるよう指示・命令がなされたり、このような配送依頼の拒否ないし辞退

に対して直接的な不利益処分がなされた事実があるとも認められない。…… 

ｅ 以上の点からすると、メッセンジャーは、基本的には申告に係る稼働日に申告どおり

の稼働時間、稼働することが想定されていたということができ、その意味において、諾否の

自由が事実上一定程度制約されていたとはいえるものの、一方、稼働日・稼働時間帯を自ら

決定することができ、また、個別の配送依頼に対してもこれを拒否ないし辞退することも妨

げられていなかったところであって、その自由度は比較的高く、Ｙにおける一般的な社員と
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は相当に異なっているといえる。…… 

（イ） 指揮命令等について 

ａ 配送業務に関する手引等について 

上記認定事実によれば、Ｙは、メッセンジャー用に顧客との接遇、伝票の記入及び処理方

法、配送業務における対応の流れ等に関する手引を作成し、メッセンジャーもこれによって

配送業務に当たっていたといえる。そして、メッセンジャー即配便に係る配送事業において、

これと異なる形態での配送を行うことが予定されていたとは窺われず、むしろ、Ｙは、質の

高い配送サービスを即時に提供することができるようにするため、メッセンジャーにつき

統一的・画一的な稼働内容を想定していたことが窺われるところである。そうすると、配送

経路について合理的経路を策定するほかはメッセンジャー各人の裁量・才覚によって配送

業務の内容に相違を生じるとも解されず、配送業務それ自体のメッセンジャーの裁量性は

大きくないともいえる。 

しかしながら、メッセンジャーが受託した配送業務それ自体が、Ｙのメッセンジャー即配

便としての配送業務であることに照らすと、上記の点は、受託業務の性質からの要請ともい

えるところである。…… 

ｂ 研修 

上記認定事実によれば、Ｙと契約を締結したメッセンジャーは、所定の研修を受けるもの

とされているが、メッセンジャー受託に係る配送業務それ自体が、Ｙのメッセンジャー即配

便事業としての配送業務であることに照らすと、上記認定の内容の研修を行うことは業務

の性質上当然に必要とされるところである。…… 

ｃ 所属営業所長による指示等 

上記認定事実によれば、かつては朝礼を行い、その朝礼において、所長が所属のメッセン

ジャーに対し、Ｙからの注意事項、連絡事項等を伝達していた営業所もあったとはいえるが、

その後、これへの参加が必ずしも必要とされてはいないことは上記認定のとおりである。ま

た、参加したメッセンジャーに対する朝礼の内容も、連絡事項の伝達や服装・自転車の状況

確認程度にとどまっている。 

ｄ 配送業務等に関する指揮命令 

（ａ） メッセンジャーの日々の配送業務の内容は上記認定（上記一（６）イ（ウ））の

とおりであるところ、メッセンジャー受託に係る配送業務がＹのメッセンジャー即配便事

業としての配送業務であることからすれば、同認定に係る配送指示は、その業務の特性とし

て当然に必要となるものである。 

この点、配送業務を終えたメッセンジャーは、次の配送指示を受けるまで待機場所での待

機をＹの配車係から指示されていたとはいえるが、即時性を尊ぶＹの配送業務の性質上、Ｙ

の配送係がメッセンジャーの所在を把握し、次の委託に備え、特定の場所における待機方を

求めたとしても、その受託業務の性質・内容に照らし必要なことといえる。しかも、待機中、

メッセンジャーは読書・食事等随意の方法により過ごすことができる（なお、そもそも配送
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依頼を辞退すること自体を妨げられてはいないことについては上記イ（ア）ｄのとおりであ

る。）。 

また、上記認定のとおり、メッセンジャーは、契約上、荷送人より荷物を受取後、直ちに

出発し、最も合理的な順路で走行することとされているが、これも即時性を尊ぶＹの配送業

務の性質によるものとみるのが相当である。 

その他、上記認定事実によれば、メッセンジャーは、携帯電話機の保持を義務付けられ、

これによるメール通信により、配車係に対して配送業務に関する報告をすることとされて

いるが、この点が受託業務の性質に反するものでもない。 

（ｂ） そのほか、上記認定事実によれば、Ｙは、以上のような配送業務そのもの以外に

も、稼働時間終了後、顧客からの問い合わせ対応等のため、稼働用携帯電話機の電源を切ら

ないよう求めていたといえる。しかし、これも、受託業務自体がＹのメッセンジャー即配便

事業としての配送業務であることに照らし、顧客対応の一つとして求められた措置とみる

こともできる。 

また、配送業務に当たるメッセンジャーに対し、配送の機会を利用して顧客に宣伝用のチ

ラシやポケットティッシュ等の交付を依頼することもあったが、この点についても、必ずこ

れに応じなければならないものとされていたと認めるべき証拠はない上、この点を措いて

も、受託業務に係る顧客対応の一つとして同措置を求めたものとみることもできる。 

ｅ 他方、Ｙが、Ｙの従業員に対するのと同様に、メッセンジャーに係る就業規則を整備

し、これを備え置いたことがあるとは認められない。 

  また、Ｙが、メッセンジャーに対して、業務命令違反等に対する制裁措置としての懲戒

処分をしたことがあるとも認められない。この点、Ｘらは、かかる違反等に関しては所長か

ら注意を受けることがあると主張し、確かに、かかる違反等があった場合に所長が所属メッ

センジャー宛に注意方の周知徹底を図ることがあったことが認められるが、受託業務の内

容に反する場合にこれを遵守するように求めることは請負契約の性質と反するともいえず、

これをもって指揮命令関係を基礎づけるとみることは相当ではない。…… 

ｆ 以上のとおりであり、Ｙが配送業務その他メッセンジャーとしての業務に関し、メッ

センジャーに対して一定の指示をしていることは認められるが、これらは受託業務の性質

によるところが大きく、請負契約としての性質に反するものがあると直ちに認めることは

できないし、使用者の労働者に対する指揮命令に特有なものであるとはいい難く、使用従属

関係を肯認する事情として積極的に評価すべきものがあるとはいえない。 

（ウ） 拘束性について 

ａ 上記（ア）のとおり、メッセンジャーは、稼働日及び稼働時間帯を自ら決定すること

ができ、一定日、一定日数の稼働を義務付けられているわけでもない。また、朝の一定時刻

までに所属営業所へ出所することや、業務終了後に所属営業所へ帰所して業務に当たるこ

とも義務付けられていなかったといえる。 

もとより、いったん稼働予定を申告した以上は、基本的には、申告に係る稼働日に申告ど
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おりの稼働時間、稼働することが想定されていたことは前記説示のとおりであり、その限度

では一定程度の時間的拘束性はあるとはいえる。しかし、上記のとおり稼働日及び稼働時間

帯を自ら決定することが妨げられてはいなかったことに照らせば、その拘束性が強いと評

価することはできない。…… 

ｂ 上記認定事実によれば、メッセンジャーが配送する区域は、Ｘが設定した東京都内の

特定の営業地域であり、メッセンジャーは、その地域内で、配送業務や待機、移動を繰り返

し行っていたこと、メッセンジャーには所属の営業所があり、メッセンジャーは稼働予定を

その営業所長に申告し、所属の営業所長からは、適宜の方法により業務連絡等の伝達を受け、

伝票等も所属営業所宛に提出していたものであって、これらの点に照らせば、メッセンジャ

ーの稼働について、一定程度の場所的拘束性があったとはいえる。 

しかし、営業所に立ち寄らずに稼働を開始し、あるいは営業所に立ち寄らずに稼働を終了

して帰宅することも妨げられてはいなかったといった事情もあることは前記説示のとおり

である。…… 

ｄ 結局、以上のとおりであるから、メッセンジャーについて、一定程度の拘束性がある

とはいえるが、これらは業務の性質によるところが大きく、使用従属性といった観点からす

れば強い拘束性があるとは評価できない。 

（エ） 代替性について 

上記認定事実によれば、メッセンジャーは、契約上、配送業務を再委託することが禁止さ

れているが、メッセンジャー即配便が荷物の即時配送を標榜している配送業務であり、かつ

また、Ｙからの受託業務として一定水準以上の配送水準を確保することが求められていた

ことからすれば、研修や手引等による知見を蓄積していない第三者に対し、再委託すること

が禁止されていたからといって、直ちに使用従属性を肯認すべきことになるものではない。 

ウ 報酬の労務対償性の有無 

上記認定事実によれば、本件契約②締結当時におけるメッセンジャーの報酬は、客先によ

って定まる料金に一定の利率を乗じて算定されていたものであって、出来高払方式に属す

るものであったといえる。そして、メッセンジャーが担当する配送業務は、前記説示のとお

り定型化され、配送経路について合理的経路を策定することのほかは、各人の裁量・才覚に

よって特段顕著な相違を生じるものとも解されないことからすると、その出来高は、受注可

能時間（稼働時間）に依存し、これに比例する傾向があるとはいえる。そうすると、その限

度で報酬に労務対償性があることは否定はできない。 

もっとも、いかに稼働時間が長くとも、具体的な報酬額は、配送業務の受託回数いかんに

よって左右されるのであるから、上記のとおり、出来高が稼働時間に比例する傾向があると

は評価できても、報酬の労務対償性が労働契約関係に特有なほどにまで顕著であると認め

ることはできない。 

エ 事業者性・専属性の有無 

上記認定事実によれば、メッセンジャーは、前記荷物袋と名札が貸与されるほか、稼働に
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当たり使用する自転車や着衣、携帯電話機を自らの負担で用意し、これらの維持管理に係る

経費を負担した上、報酬については事業所得として確定申告していることを指摘すること

ができる（なお、メッセンジャーについて雇用保険及び労災保険の加入はなく、むしろ、メ

ッセンジャーの中には自己の負傷に関して自らの出捐の下、保険に加入していた者もあっ

たことは上記認定のとおりである。）。そうすると、メッセンジャーには相当程度の事業者性

があるということはできる。 

もっとも、他方で、配送業務が定型化されていることに照らし、配送経路の選択といった

点以外は、メッセンジャーが、各人の裁量・才覚によって特段顕著な相違を生じさせ、利得

する余地に乏しく、独自の商号を用いることもできないこと（ただし、以上の点は受託業務

の性質による帰結ともいい得る。）、第三者への再委託も禁じられていて、他人を使用するこ

とにより利得する余地もなかったこと、報酬等の定め方について個々のメッセンジャーと

Ｙとの間で交渉が持たれた経過があるともいえないことも指摘することができる。 

そうすると、メッセンジャーにも事業者性があるとは評価できるが、メッセンジャーの事

業者性が高いとまでは評価できない。 

一方、上記認定事実によれば、メッセンジャーは兼業が許されており、実際にもメッセン

ジャーでありながら他の業種の業務に従事している者もいる（Ａが競業他社を立ち上げた

ことについてＹが契約の解除に及んでいることに照らせば、メッセンジャーにいかなる兼

業も許されていたといえるか疑問はある。しかし、そのような場合以外に兼業が禁止されて

いたとも見受けられない。）。そうすると、メッセンジャーの専属性があるとはいえない。…

…（編者注：控訴審は、第一審判決を一部補正するほかはほぼこれを引用して、Ｘの控訴を

棄却した。） 

 

<裁判例６ 東陽ガス事件／東京地判平成 25年 10月 24日労判 1084号５頁> 

【 職 種 】ガスボンベ配送員 

【労働者性】肯定 

【 争 点 】労働基準法上の労働者性（賃金未払等） 

【 判 示 】 

……イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由 

 （ア） Ｘらは、平成２１年１月以降、Ｙから業務用携帯端末を持たされ、同端末に、Ｙ

からＸらに対し、前日の夜７時前後に郵便番号順で無作為に抽出された配送先が指示され

るというシステムが導入された。そして、一度、配信された配送先については、個別に配送

を断ることはできなかった。 

 （イ） Ｙでは、まず、１か月ごとの配送スケジュール（休暇カレンダー）が作成され、

Ｘらの休日は指定されるが、Ｘらがその変更を希望する場合は、休暇カレンダー配布後、５

日以内に申請書を提出して調整されることになっていた。また、休暇カレンダーが確定した

後、休業申請する場合は、最低１週間前に申請することとされているが、突発的な事由の場
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合は、配送先が配信される前の前日午後３時を目安に連絡するように指示されていた。 

 （ウ） この点、Ｙは、Ｘらに対して、１日ごとに配送業務を発注しており、Ｘらは１日

ごとにＹからの発注を拒否することができた旨主張する。 

 しかしながら、上記（ア）のとおり一度配送業務を引き受けると、配信された配送先を個

別に断ることはできないとされていたことに加え、上記（イ）の休む際の申請の取扱いを考

え合わせれば、Ｘらは、１日ごとに配送業務を受注していたというよりも、事前に休暇届け

を出すことによって労働義務を免除されることはあったものの基本的には１か月ごとの配

送スケジュールに従って配送をする日が予め決められており、その日に配信された配送先

に配送を行うよう指示を受けていたと評価するのが相当であり、ＹがＸらに対して、１日ご

とに配送業務を発注していたと評価することは相当ではない。 

（エ） 以上からすると、Ｙからの業務の依頼に対して、実際上、諾否の自由があったと

は評価しがたい。 

 ウ 業務遂行上の指揮監督の有無 

 （ア） Ｘらは、Ｙの会社名及び親会社のＢのマークが入った車両を業務上使用し、制服

を支給または購入させられ、ＬＰガスボンベの配送を行っている。 

 また、Ｘらには、Ｂから行動基準マニュアルが配布され、サービス向上のための行動基準

として示されていた。 

 また、ＹからＸらに対し、メールにて、①配送終了時間の指定、②使用する充填所の指定、

③積み置き（ＬＰガスボンベを所定の場所である充填所に持ち帰らずに車両に積んだまま

にしておくこと。）の禁止、④配送残が生じた場合の報告などの指示が出されている。なお、

Ｙからのメールには「いかなる場合も積み置きは禁止です。積み置きがあった場合は、即刻

解雇となります。」と記載され、あたかも雇用契約が前提であるかのような記載もされてい

る。 

 さらに、Ｙは、Ｘらに業務用携帯端末を通じて、配送先への配送が終わった段階で報告さ

せており、Ｙにおいて、充填所への入所時刻（就業開始時間）や配送状況の把握は可能な状

況にあった。 

 （イ） この点、Ｙは、Ｘらに対して、配送順、配送経路、出発時刻、帰庫時刻、運転方

法等について一切指示を行っていないし、業務日報については業務の履行状況を把握する

ために求めているものにすぎず、ＹがＸらを指揮監督していたとはいえないと主張する。 

 しかしながら、上記（ア）のとおり、業務用携帯端末が導入されてからは、ＹにおいてＸ

らの配送状況を把握することは可能な状況にあったし、実際上、上記（ア）のとおり、Ｙか

らＸらに対して、配送業務の履行方法等について具体的な指揮監督が行われていたといえ

る。 

（ウ） 以上からすると、Ｙは、Ｘらに対し、少なくとも業務用携帯端末を導入した平成

２１年１月以降、一定程度、業務遂行上の指揮監督を及ぼしていたということができる。 

 エ 勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無 
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（ア） Ｙの一般の従業員には、就業規則において始業時刻が午前９時、終業時刻が午後

５時と定められているが（第６条）、Ｘらについては自らの判断で業務を開始し、昼前に当

日配信された業務を終了した場合には、自らの判断で帰宅することができた。また、配送途

中の時間をどのように利用するかは配送員の自由とされていた。実際に、作成した「Ａ配送

員 実労働実態」と題する書面でも出庫時間、帰庫時間は区々である。 

 もっとも、Ｘらは、配送業務が終了した後、Ｙの事務所に帰社して、運転日報を作成する

ことが指示されていた。 

 （イ） 以上からすると、Ｘらは、勤務場所や勤務時間について具体的に拘束されていた

とまではいえないが、運転日報の作成のためＹ事務所に帰社することが指示されていたこ

と、上記ウ（ア）のとおり、Ｙからメールで配送終了時間について指示されることがある一

方で、Ｙにおいては、業務用携帯端末を通じてＸらの充填所への入所時刻（就業開始時間）

や配送状況の把握が可能な状況にあったことからすると、Ｘらが勤務場所や勤務時間につ

いて一定程度拘束されていたと評価することが相当である。 

オ 代替性の有無 

 （ア） ＬＰガスボンベ配送業務は、配送員が他の配送員に容易に代替して履行すること

ができる。ただし、Ｙから業務用携帯端末で配送先の配信を受けた後は、当該配送先及び配

送本数につき配送員は責任をもたされ、その配送先や配送本数について交渉する余地はな

くなる。 

 （イ） 以上からすると、Ｘらの業務内容は、代替性があるとはいえるが、いったん、配

送先の配信を受けると、代替して他の者に仕事を任せられる訳ではないため、かかる意味に

おいて代替性があるとはいえない。 

 カ 報酬の労務対償性 

 （ア） Ｘらの報酬は、ＹがＸらに配送指示し、これに基づいて配送したＬＰガスボンベ

の配送本数に従って支払われているが、Ｘらには、時間外手当等は支給されていない。 

 Ｘ番号１とＸらが加入している労働組合は、春日部労働基準監督署に是正指導の申告を

し、同署の労働基準監督官は、ＸらとＹとの契約を「雇用契約（労働契約）」と認定した上、

労働時間等につき適切な管理をするよう指導した。 

 （イ） 以上からすると、確かに、Ｘらは、労働時間に応じて報酬が支払われている訳で

はないが、配送本数という労働の結果に応じて報酬が支払われており、報酬について労務対

償性があるといえる。また、Ｘらには、時間外手当等が支給されていないが、Ｙが現実には

業務用携帯端末を通して、Ｘらの出勤時間や退社時間等を把握可能であるにも拘わらず、殊

更にこれを怠り、時間外手当の支払を怠っているにすぎないとも評価できるところであり、

この点を重視することはできない。 

 キ 事業者性の有無（機械・器具の負担関係、報酬の額、損害に対する責任等） 

 （ア） Ｘらは、本件契約を締結するにあたって、配送業務にあたって必要な車両リース

代、車両維持費（修理代、燃料代、自動車保険料等）、配送に使用する器具に要する費用、
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配送業務で使用する業務用携帯端末の料金を負担することに合意し、これらを負担してい

たことが認められる。 

 また、Ｘらは、個人事業主として確定申告を行い、損害保険料を負担しているし、兼業も

可能である。 

 （イ） しかしながら、本件契約において、Ｘらは、自らが所有する機械や器具を持ち込

んで使用していたものではなく、むしろ、車両には、Ｙの会社名が入っていて、Ｙの所有名

義とされ、Ｙからリースする形式が用いられていること、業務用携帯端末は、Ｙが用意した

ものを持つこととされていたことなどからすると、配送業務で使用する機械・器具等の費用

については、本件契約締結後に、Ｙから負担するよう求められてこれに応じたものと評価す

るのが相当であり、これらの事情をもって、Ｘらに事業性が認められるとまではいいがたい。 

 また、Ｘらが個人事業主として確定申告をしたり、損害保険料を負担していたり、兼業が

禁止されていなかったとしても、それらのことだけでＸらの労働者性が否定されるもので

はない。 

 さらに、Ｙは、一般の従業員の平均の賃金が手取りで月額約４１万円であるところ、Ｘら

は月額約４５万円であり、一般の従業員よりも高額であったと主張するが、かかる事実を裏

付ける客観的な証拠があるとはいえないし、仮にかかる事実が認められるとしても、Ｘらの

報酬が、一般従業員の賃金と比べて、労働者性が否定されるほどに高額であったとも認めが

たい。 

 ク 専属性の程度 

 （ア） Ｘらは、ＹからＹの所有名義となっている車両をリースしており、そのリース料

を負担している。その車両にはＢやＹの会社名が入っている。 

 （イ） 以上からすると、Ｘらは、Ｙから車両をリースし、当該車両には、Ｙの会社名等

が記載されている以上、ＸらがＹ以外から配送業務を担当することは想定されておらず、Ｘ

らのＹに対する専属性の程度は強いといえる。…… 

 

<裁判例７ 株式会社ＭＩＤ事件／大阪地判平成 25年 10月 25日労判 1087号 44頁> 

【 職 種 】保険契約勧誘等の営業 

【労働者性】肯定 

【 争 点 】労働基準法上の労働者性（賃金未払等） 

【 判 示 】 

 ……①Ｘは、本件社員契約に基づいて保険契約の勧誘業務等に従事していたところ、Ｙか

らの指示により、新たに損害保険契約の更改業務にも従事するようになったが、Ｘが上記指

示を拒絶することはできなかったこと、②Ｘは、保険契約の勧誘方法等については裁量に任

されていたものの、週に１回の定例ミーティングの参加及びデイリーレポート（営業日報）

の作成が義務付けられ、保険契約の締結等に関する業務上の指示を受けるなど、業務の遂行

についてＹの指揮監督を受けていたこと、③本件契約書には、Ｘの勤務時間を午前９時から
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午後５時までとし、直行・直帰についてはＹの了承を要するとともに、休暇についても１か

月前に申し出なければならない旨記載されており、実際にも、Ｘは、概ね定時にＹの事務所

に出退社していて、直行・直帰をする場合にはＹに連絡しなければならなかったなど、勤務

時間及び勤務場所について管理されていたこと、④本件社員契約において、Ｘが保険契約の

新規獲得業務等を第三者に委託したり、補助者を使用したりすることは想定されておらず、

労務の提供に代替性がなかったこと、⑤Ｘは、Ｙが専属代理店となっているＡ生命等以外の

保険契約を取り扱うことを禁止されており、保険勧誘業務については、Ｙにおいて専属的に

業務を行っていたこと、⑥本件契約書には、試用期間、定年、勤務時間及び休暇のように、

労働契約において通常定められることが多い条項が存在するだけでなく、Ｙは、Ｘに対して

給与所得の源泉徴収票を交付したり、Ｘに対して解雇する旨告げるなど、Ｘが労働者である

ことを前提とする言動をしていることが認められる。…… 

 そして、以上の各事実を総合的に考慮すれば、本件社員契約において、ＸはＹと使用従属

関係にあったということができるから、本件社員契約は労働契約に該当するものというべ

きである。…… 

 

<裁判例８ 医療法人一心会事件／大阪地判平成 27年１月 29日労判 1116号５頁> 

【 職 種 】介護ヘルパー、看護師 

【労働者性】肯定 

【 争 点 】労働基準法上の労働者性（割増賃金等） 

【 判 示 】 

……Ｘ１は、前記（１）ウのとおり、ヘルパーや看護師の助手として、上司の指示に従っ

て業務に従事していたのであるから、Ｘ１において業務従事の指示等について諾否の自由

や代替性はなく、業務遂行上、上司から具体的な指揮監督を受けているといえる。また、前

提事実（３）アのとおり、契約上、就業場所や時間が指定されており、実際にも、後記２（１）

イのとおり、原則としてシフト表に従って勤務しているなど、勤務場所や時間に関して拘束

されている。その上、前記（１）ウのとおり、Ｘ１第１契約期間中の業務内容は、労働契約

であることが争いのないＸ１第２契約期間中の業務内容と大きな差異がなく、Ｙ自身も、Ｙ

との間で労働契約を締結した正社員であるケアマネージャーが指揮命令権限を掌握してい

ると主張する。これらの事情からすれば、Ｘ１は、Ｘ１第１契約期間中もＹの指揮監督下に

おいて労務を提供していたといえる。さらに、②前提事実（３）アのとおり、Ｘ１の賃金は

月給制とされ、労働の結果による較差がなく、むしろ、前提事実（５）イ（ウ）のとおり、

遅刻、早退等による賃金控除が予定されているなど、報酬の労務対償性も認められる。以上

を総合的に考慮すれば、Ｘ１第１契約は労働契約としての性質を有するものと解するのが

相当である。 

イ 次に、Ｘ２契約について検討するに、前提事実（２）イのとおり、Ｘ２契約書の標題

は「業務請負契約書」とされているが、このような契約方式がとられたのは、前記（１）ア、
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イのとおり、Ｘ２の年齢を理由とするものにすぎず、むしろ、契約条項においては、Ｘ１第

１契約と同様に、労働契約を前提としたかのような記載がされている。そして、①前記（１）

イのとおり、Ｘ２の業務内容は、Ｃ苑での業務については、医師の指示の下で、Ｙのケアプ

ランに従って業務を遂行し、外来業務では医師の具体的な指示の下で診察介助業務に従事

していたのであるから、これらの業務従事の指示等について諾否の自由や代替性はない。し

かも、その主たる業務が、Ｃ苑における業務から、Ｄ診療所での外来業務に変更されるなど、

Ｙから一般的な指揮監督を受けていることを補強する事情も認められる。また、前提事実

（２）イのとおり、勤務場所や時間が指定されており、実際にも、後記２（１）イのとおり、

原則としてシフト表に従って勤務し、前記（１）イのとおり、休日の変更すら認められない

など、勤務場所や時間に拘束されていることも認められる。その上、Ｙ自身も、Ｙとの間で

労働契約を締結した正社員であるケアマネージャーが指揮命令権限を掌握していると主張

する。これらの事情からすれば、Ｘ２は、Ｙの指揮監督下において労務を提供していたとい

える。さらに、②前提事実（２）のとおり、Ｘ２の賃金も月給制とされ、Ｘ１第１契約と同

様に労働の結果による較差がなく、遅刻、早退等による賃金控除が予定されているなど、報

酬の労務対償性も認められる。以上を総合的に評価すれば、Ｘ２契約も労働契約としての性

質を有するものと解するのが相当である。…… 

 

<裁判例９ 東京リエ・コーポレーション事件／東京地判平成 27 年 11 月５日労判 1134 号

76頁> 

【 職 種 】接待を伴う飲食店業務従事者 

【労働者性】否定 

【 争 点 】労働契約法上の労働者性（解雇） 

【 判 示 】 

……ア Ｘの業務遂行に関するＹの指揮命令の有無及び程度について 

（ア） Ｘは、あらかじめ顧客に本件クラブへの来店を勧誘し、来店の約束を取り付けた

上で、本件クラブに来店した顧客を接待していたものであり（認定事実ウ（ア））、Ｘの顧客

が来店する予定のない日には、基本的には、本件クラブに出勤する必要がないものとされて

いた（同ウ（エ））。また、Ｘは、Ｘの顧客が来店しているときには、基本的に当該顧客の接

待に従事していた上（同ウ（イ））、Ｘの報酬は、Ｘの顧客に対する売上げのみに基づいて計

算するものとされており、ＸがＸの顧客以外の来店客を接待しても、報酬が増額されること

はなかった（同イ（ウ））。これらの事情からすれば、本件契約において、Ｘが行うものとさ

れていた主たる業務は、Ｘの顧客に本件クラブへの来店を勧誘し、これに応じて来店した顧

客を接待することであり、Ｘには、何よりも、できるだけ多くの顧客を勧誘して本件クラブ

に来店させることが期待されていたものと認められる。なお、Ｘは、本件クラブの「クラブ

ママ」として来店客の席で挨拶をしたり、Ｘの顧客が来店していないときに他のホステスの

接客を手伝ったりするなどの業務も行っていたが（同ウ（イ））、これらの業務がＸの報酬に
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全く影響しないものであること（同イ（ウ））、Ｘが顧客の来店しない日に他のホステスの接

客を手伝うだけのために出勤する必要はないものとされていたこと（同ウ（エ））からすれ

ば、これらの業務は、飽くまでも付随的な業務であったというべきである。 

（イ） その上で、Ｙは、顧客のうちの誰にいつ本件クラブへの来店を勧誘するのか、ど

のような方法で勧誘するのかといった点について、Ｘに指示や指導をしておらず、これらの

点を専らＸに任せていたものと解されるし、ＹがＸに対し、接客の方法や他のホステスとの

付き合い方について指示や指導をすることもなかった（同ウ（ウ））のであるから、Ｘが、

本件契約における主たる業務を遂行するに当たり、Ｙの指揮命令を受けていたとはにわか

に評価し難い。Ｘは、来店客への挨拶や他のホステスの接客の手伝い等の付随的業務を行う

際には、店長のＧから、挨拶ないし接待をすべき来店客を指示されていたが（同ウ（イ））、

これらが付随的な業務にすぎないものであることに加え、Ｘが挨拶や接客の方法等につい

てＹから具体的な指示や指導を受けていたとも認められないことからすると、Ｘが上記の

付随的業務について店長のＧから一定の指示を受けていたことをもって、ＸがＹの指揮命

令を受けて本件契約上の業務を遂行していたとまで評価することはできない。 

イ 業務遂行における時間及び場所の拘束について 

Ｘは、あらかじめ出勤日が週３日ないし４日になることについてＹの了解を得た上で（認

定事実イ（イ））、出勤が可能な日について、顧客に来店を勧誘し、来店した顧客の接待を主

たる業務として行っており（上記ア（ア））、Ｘの顧客の来店予定がない日には基本的に出勤

する必要がないとされ（認定事実ウ（エ））、出勤する場合でも、出勤時刻は自由であり（同

イ（イ））、遅刻や早退をしても報酬の額が変わらないものとされていた（同イ（オ））とい

うのであり、上記ア（イ）のとおりＸの顧客のうち誰にいつ来店を勧誘するのかは専らＸに

任せられていたことをも併せ考慮すれば、Ｘは、顧客に勧誘する来店日時を調整することに

より、出勤日及び出勤時刻をほぼ自由に決めることができる立場にあったということがで

きる。このことは、本件契約におけるＸの立場が、使用者によって労務提供の時間を指定さ

れ、管理されることが通常である労働者のそれとは異なるものであったことを示す事情で

あるといえる。なお、本件誓約書には、出勤時刻が午後９時、退勤時刻が翌日の午前１時で

ある旨の記載があり（前提事実（３）イ）、また、Ｙは、Ｘの出勤日及び出勤時刻をタイム

カードに記録していたと認められる（認定事実ウ（イ））ものの、Ｘは、出勤時刻をＸの自

由とすることについてＹの了解を得ており、遅刻や早退をしても報酬の額が変わるわけで

はなかったし、そもそも出勤すべき日数も厳密に決められていたわけではなかったのであ

るから、上記各事情をもって、ＸがＹによって業務遂行の時間を指定・管理されていたとい

うことはできない。また、証拠によれば、Ｘが接客業務を行っていた場所は本件クラブであ

り、その時間はおおむね午後９時頃から午前１時頃までの間であったと認められるが、Ｘが

本件クラブにおいてその営業時間中に接客を行うことになるのは本件契約の趣旨に照らし

て当然のことであるから、上記事情をもって、ＸがＹによって業務遂行の場所と時間を指

定・管理されていたと評価することができないことも明らかである。 
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ウ 報酬の労働対償性について 

Ｘの報酬は、Ｘの顧客に対する売上げのみに基づいて計算されており、ＸがＸの顧客以外

の来店客を接待しても、Ｘが「クラブママ」として来店客の席に行って挨拶をしても、Ｘの

報酬が増額されるわけではないのに対し、Ｘが本件クラブに出勤していなくても、Ｘの顧客

が来店して飲食すれば、Ｘの報酬が増額することになる（認定事実イ（ウ））。このようにＸ

の報酬が売上げのみに基づいて計算され、Ｘの稼働時間と連動していないことの結果とし

て、Ｘの報酬は、出勤日数１５日の平成２６年１月分が５９万９０００円であるのに対し、

出勤日数６日の同年２月分が１００万７０００円であるというように、出勤日数に全く比

例していない（前提事実（４））。してみると、Ｘの報酬は、Ｘが本件クラブにおいて接客を

中心とした業務を行ったことそれ自体の対価というよりも、ＸがＸの顧客を勧誘して本件

クラブに来店させることによって、Ｙの売上げに貢献したことの対価という性格が強いも

のということができる。しかも、Ｘは、顧客に対する売上げについて、原価及び消費税相当

額を控除した後の６割を報酬として受け取っており（認定事実イ（ウ））、Ｘの顧客に対する

売上げについては、Ｙの取り分よりも多い金額を報酬として受け取っていたものである上、

Ｘの報酬は、Ｘ主張の計算によれば１か月平均１３１万円４２５０円であり、１日の稼働時

間を午後９時から午前１時までの４時間として計算すれば、１時間当たり約２万６８２１

円になるのであって（報酬総額５２５万７０００円を総稼働時間〔出勤４９日×４時間〕で

除して計算した。）、Ｘの報酬は、接客という労務提供の対価としたならば極めて高額である

ということができる。…… 

 

<裁判例 10 川越労基署長（Ｃ工務店）事件 ／大阪地判平成 28 年 11 月 21 日労判 1157 号

50頁> 

【 職 種 】大工 

【労働者性】否定 

【 争 点 】労災保険法上の労働者性（労災保険給付） 

【 判 示 】 

……ア 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無…… 

（イ） この点、Ｙは、平成２６年９月１２日の川越労働基準監督署労働基準監督官によ

る聴取において、Ｘに対し、平成２６年１月２０日頃に本件工事①の仕事を依頼した際は、

「平成２６年３月３日頃から現場に入ってほしい。ほかに仕事が入ったときは、そっちを優

先してもらっても構わない。」と述べ、同年２月１５日頃に本件工事②の仕事を依頼した際

は、「加工場が大変なことになったので、何日でもいいから、よかったら来てくれないか。」

と述べ、同年４月２６日に本件工事③の仕事を依頼した際は、「Ｘさんは、それ（洗い屋の

作業）を見てしばらく作業できないと判断されたのだと思います。そのため、私は電話で、

『しょうがないなぁ。じゃな、こっちにくるかね？』と尋ねた」と供述し、証人尋問におい

ても、これに沿う証言を行っている。これらの供述ないし証言によって認められるＹがＸに
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仕事を依頼した経緯やその際の両者のやりとりの内容に加え、本件全証拠を精査してみて

も、Ｘが、Ｙから本件各工事の仕事を依頼された際、これを断ることが困難であったことを

うかがわせる個別具体的な事情は認められないことをも併せ鑑みれば、Ｘには、Ｙからの本

件各工事の依頼に対して諾否の自由がなかったとはいえない。…… 

 

<裁判例 11 わいわいサービス事件／大阪高判平成 29年７月 27日労判 1169号 56頁> 

【 職 種 】倉庫・配送作業の下請業務従事者 

【労働者性】肯定 

【 争 点 】労働基準法上の労働者性、労働契約法上の労働者性（解雇、割増賃金等） 

【 判 示 】 

……まず、使用者がＹであるか否かはひとまず措き、Ｘが、倉庫作業において、労働基準

法及び労働契約法上の労働者に当たるか否か検討する。…… 

この点、Ｘは、前記（１）のとおり補正して引用した原判決「事実及び理由」欄の第３の

１（１）「認定事実」ウ（ア）（ウ）のとおり、倉庫作業の内容や遂行方法について、Ｂ社ら

から指示を受けその指揮監督に服していたものであり、業務遂行における時間及び場所に

ついても、Ｂ社らの指示により、午後８時から翌日午前８時まで豊中倉庫において就労する

と定められ、業務遂行における時間及び場所の拘束を受けていたものである。また、Ｘは、

倉庫作業において、自己の所有する機械や部品を使用することもなく、報酬も時給計算され

ており一定時間労務を提供したことに対する対価といえるものであった。 

そうすると、倉庫作業において、Ｘは、使用者による指揮監督下で労務を提供し、当該労

務提供の対価として報酬を受けていたものと認められるから、労働基準法及び労働契約法

上の労働者に当たると解される。……（編者注：結論において、Ｙとの雇用契約関係は否定

された。） 

 

<裁判例 12 建通エンジニアリング業務委託者ほか事件／東京地判平成 29 年８月 31 日労

判 1179号 71頁> 

【 職 種 】建築工事や建設コンサルティング等の営業 

【労働者性】否定 

【 争 点 】労働契約法上の労働者性（職務専念義務等） 

【 判 示 】 

……（１） 前記認定事実によれば、Ｘは、Ｙにおいて、主たる業務である建築工事の受

注等における営業活動について、その相手先や営業方法を含め、具体的な業務指示を受ける

ことはなく、業務日や業務時間を含めて勤怠管理を一切受けていなかったことが認められ

る。また、Ｙは、建築事業本部に関する業務のほとんどをＸの判断に委ねており、その業務

の遂行方法、内容等について業務遂行上の指揮監督をしていたとは認められない。 

Ｘは、Ｙ内部で共有されるパソコン上の業務予定表に自身の予定を記入していたものの、
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本件全証拠によっても、予定を組むことについて承認等を受けていたとは認められない上、

Ｙの事業所外での打ち合わせが多々あるなど、時間的及び場所的な拘束が強かったとはい

えない。 

ＹによるＸに対する報酬の支払に当たっては、給与所得として源泉徴収は行われず、社会

保険料も控除されていない。また、Ｙは、Ｘの妻名義の口座に報酬を振り込むなどしており、

Ｘは報酬を事業所得として青色申告している。 

これらの諸事実に加え、Ｘは、従前自身が代表取締役を務めていたＢ社の事業譲渡に伴っ

てＹの業務を行うようになり、Ｙ代表者がＸの建築関係における人材派遣関係の知識経験

やこれまでの取引先関係に期待するとともに、１８歳年上のＸから一般的な知識経験に基

づく助言等を受けることも念頭において、報酬としてＹ内の最高額であるＹ代表者と同額

の１０００万円とされ、Ｙの株式の約４．７％を保有していたこと、自己の財産への差押え

を懸念して妻名義の口座への（ママ）報酬を振り込むことや妻名義での株式保有が認められ

ていたこと、ＹとＸとの間で、同人の屋号（アトリエＡ）を用いた契約書を作成していたこ

となどの事情を総合考慮すれば、Ｘは、使用者であるＹの指揮監督下において労務を提供し、

労務に対する代償を支払われていたとは認められず、ＹとＸとの本件契約は労働契約では

なく、準委任契約としての性格を有する業務委託契約であったと認めるのが相当である。…

… 

 

<裁判例 13 セブン―イレブン・ジャパン事件／東京地判平成 30年 11月 21日労判 1204号

83頁> 

【 職 種 】コンビニ・オーナー 

【労働者性】否定 

【 争 点 】労働契約法上の労働者性（安全配慮義務、解雇） 

【 判 示 】 

……イ ②時間的・場所的拘束性及び③代替性について 

Ｘは、Ｙから年中無休２４時間での本件各店舗の運営という労務の提供を強制され、時間

的・場所的に強い拘束を受けていたなどと主張する。 

しかし、前提事実（２）及び（３）のとおり、Ｘ及びＣ氏らが本件各店舗以外の店舗にお

けるＢ店の営業を許されておらず、また、本件各店舗において年中無休２４時間の営業が義

務付けられていたのは、本件各基本契約（第５条及び第２４条）及び加盟店付属契約（第４

の第３項）に基づくものであって（なお、Ｘは、加盟店付属契約について、Ｘ及びＣ氏がい

ずれもＹの指示に従い契約書の内容を確認せずに署名・押印した旨を主張するが、同主張を

認めるに足りる客観的な証拠はない上、その後、本件各店舗についてＢ・チャージの減率を

受けながら年中無休２４時間の営業を行っていたことからしても、同契約書の内容につい

て合意していないとするＸの主張を採用することはできない。）、本件各店舗という営業場

所やその営業時間が指定されていたのは、ＹがＸの業務の遂行を指揮監督する必要による
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ものではなく、Ｘ及びＣ氏らとＹとの間のフランチャイズ契約の内容によるものにすぎな

い。 

また、上記アのとおり、本件各基本契約は、Ｘ及びＣ氏らの労働それ自体の提供が契約の

目的とされているものではなく、Ｘ及びＣ氏が本件各店舗の店舗業務を自ら行うか、行うと

してどの程度の時間行うかは、経営者であるＸ及びＣ氏の判断に委ねられていたものであ

る（第２条）。これに対し、Ｘは、本件各店舗の店舗業務について、平均して午前５時頃か

ら午前９時頃まで自身が行い、その他の時間はその親族や雇用したアルバイト従業員が行

い、自身は散歩するなどして過ごしていたが、本件各店舗において問題が生じれば自身が対

応しなければならず、本件各店舗の経営が立ちゆかなくなった際には自身が全ての負債を

負わなければならないため、本件各店舗に常に注意を払っていた旨を供述する。しかし、Ｘ

も供述するとおり、Ｘが本件各店舗に常に注意を払い、問題が生じた際に対応しなければな

らないことは、Ｘ（及び同人が代表取締役を務めるＡ）が本件各店舗の経営者である以上、

当然のことであり、Ｘの労働者性を根拠付ける事情ということはできない。むしろ、Ｘの親

族やＸが雇用したアルバイト従業員が本件各店舗の店舗業務を行っていたこと（Ｘが主張

する労務提供の代替性があること）は、Ｘの労働者性を否定する方向に働く事情である。…

… 

 

<裁判例 14 ＮＯＶＡ事件／名古屋地判令和元年９月 24 日労判 1237 号 25頁・名古屋高判

令和２年 10月 23日労判 1237号 18頁> 

【 職 種 】英会話講師 

【労働者性】肯定 

【 争 点 】労働基準法上の労働者性（年休権・健康保険被保険者資格） 

【 判 示 】 

（第一審） 

……（１）以下の事情を総合考慮すれば、Ｘらは、Ｙの指揮監督下において労務を提供し

ていたものと評価することができるし、Ｘらの報酬についても労務の提供の対価として支

払われたものとみることができる。以下のとおりＸらの専属性の程度が高いことも合わせ

考慮すると、Ｘらは、Ｙとの関係において、労働基準法上の労働者に当たると解するのが相

当である。 

ア 業務遂行上の指揮監督 

（ア）Ｙは、雇用講師と同様、委託講師のレッスンにもテキストの使用を義務付け、初回

研修、その後のオブザベーション・フィードバックによって、テキストの使い方、マニュア

ルに沿った教授法を具体的に指示しており、委託講師の裁量は小さいと思料されること。 

（イ）Ｙが、委託講師に対し、雇用講師と同様、ビジネス英語、ＴＯＥＦＬ試験対策のレ

ッスンに関する社内資格を取得するための研修を委託講師のスケジュールに盛り込み受講

させていたこと。 
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（ウ）Ｘらが、レッスンに空き時間が出来た場合、雇用講師と同様、コーヒーマシーンの

清掃、教室等の清掃、ゴミ出しなど施設の管理業務や、販促物（ティッシュ）配り、パンフ

レットの作成、カウンセリングにも従事していたこと。 

（エ）Ｙが委託講師に対して雇用講師と同様の細かい服装に関する指示をしており、実際

にＹのマネージャーがＸに対して注意していること。 

（オ）Ｙ自身、あくまで事前に確認し、同意を得た上としつつも、委託講師との間でレッ

スン場所やスケジュールを変更することがあることを自認している。また、Ｘのように、委

託講師についても、他校のヘルプとして契約外のレッスンに従事することがあること。 

イ 具体的仕事の依頼・業務従事の指示に対する諾否の自由 

委託講師は、受け持ちレッスン時間に生徒らの予約があれば、レッスンを実施しなければ

ならず、その意味で個別のレッスンについて諾否の自由はない。この点は、本件契約書上、

包括的に受け持ちレッスン時間のレッスンを受託しているとも解されるから、過度に重視

できないが、指揮監督関係を肯定する方向に働く一事情といえる。 

ウ 勤務場所・勤務時間の拘束性 

レッスンの時間、レッスンを行う校舎は、予め契約によって決められており、その意味で

勤務場所・時間の拘束が認められる。この点については、Ｙが指摘するように、業務の性質

によるものとも解され得るが、レッスンがなくなった場合でも、その時間、当該校舎の販促

業務や清掃業務等に従事しなければならなかったことも加味すると、やはり指揮監督関係

を肯定する方向に働く一事情とみるのが相当である。 

エ 報酬の労務対償性 

委託講師に対する報酬は、成功委託料も含めて１レッスン（４４分間）を基準して支払わ

れており、一定時間労務を提供したことに対する対価とみることができる。 

オ 専属性 

確かに、Ｙが指摘するように、委託講師の兼業は可能であり、実際にその実績もあること

は認定事実のとおりであるが、雇用講師も兼業を禁止されておらず、この点は労働者性を左

右する程の事情であるとはいえない。 

むしろ、委託講師は、契約期間中、競業避止義務を負わされており、Ｙと同様の英会話学

校の業務に従事することができず、契約期間終了後も１年間、同様の義務を負わされていた

こと、Ｘらが週５日、Ｘ１については週３４コマ、その他のＸらについては週４０コマのレ

ッスンを担当しており、時間的余裕がなく、Ｙが指摘するような兼業は事実上困難であった

と認められることからすれば、専属性は高いといえる。 

（２）Ｙの主張について…… 

オ 労務提供の代替性について 

Ｙは、契約上、委託講師の第三者への再委託が認められており、代替性があると指摘し、

委託講師が実際に第三者に直接再委託した実績が少なからず存在することは前記認定事実

のとおりである。 
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しかしながら、Ｘらが指摘するように、まず、Ｘらについてはそのような実績は認められ

ない。また、再委託を受ける第三者が、Ｙの定める講師資格を有する者に限定されており、

円滑に再委託を実現するためには、再委託しようとする委託講師が他の講師の社内資格の

保有状況、スケジュールや連絡先といった情報を把握できる環境が必要と解されるが、その

ような仕組みがＹにおいて整えられていることは窺われない。結局、同じ校舎に所属してい

るとか、個人的に親しいといった事情がない限り、そのような情報の把握は容易ではないと

思料される。Ｘ本人が供述するように、少人数の校舎の場合、再委託は一層困難を伴う。そ

うであるからこそＹにおいて代替講師制度が設けられているものとみるのが自然である。 

これらによれば、再委託は不可能ではないが、容易とはいい難く、上記のＹの指摘は、労

働者性を左右する程の事情であるとはいえない。…… 

 

（控訴審） 

……（１）業務遂行上の指揮監督について 

ア Ｙは、①Ｘらに研修への参加やテキストの使用を求めたのは、レッスンに一定程度の

質の確保が必要だったからであること、②レッスンの場での会話内容は講師の裁量に任さ

れていること、③社内資格のための研修を受講させたのは、知識を習得させる機会の提供を

意味すること、④ドレスコードは「先生」という立場に対する社会的な期待のためであるこ

とを主張する。 

しかし、Ｙは、新規の講師に対して初回研修を受講させ、オブザベーション及びフィード

バックを通じて、レッスンにおいてテキストを使用してマニュアルに沿った教授法を行う

ことを義務づけており（引用に係る原判決「事実及び理由」中の第３の１（４）ウエ、（５）

ア（イ）。以下単に「原判決第３の１（４）」のようにいう。）、実際のレッスンにおいて具体

的な会話内容をどのように導いていくかは、事柄の性質上個々の講師に任せられている部

分があると推察されるものの、これは雇用講師であっても同様であると考えられるから、結

局、Ｙは、雇用講師と同程度の業務遂行上の指揮監督を及ぼしていると認めるのが相当であ

る。社内資格についても、Ｙは、委託講師に対し、雇用講師と同様に、社内資格を取得、保

持すること、そのための研修を受けることを契約内容として義務づけていたのであるから

（原判決第３の１（４）エ）、講師が受講する研修を任意に選択できるものではなく、Ｙの

行っていた指揮監督の一環であるといわざるを得ず、これらが指揮監督関係を示すもので

ないとするＹの主張は採用できない。また、服装の定めについては、男性についてはネクタ

イとワイシャツ、女性については襟付き、袖付きシャツなどであり（原判決第３の１（４）

キ）、さほど高度の指揮監督関係が見出されるとはいえないが、雇用講師と同等の指示があ

るということができる。 

イ 次に、Ｙは、レッスンの予約がない時間帯に諸作業を依頼したのは、報酬額の確保の

ためであると主張する。 

しかし、委託講師は、契約事項として、清掃、販促活動、カウンセリング等に従事するこ
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とが定められており、レッスンの空き時間に、このような語学レッスン以外の諸作業を行う

ことを義務付けられていること（原判決第３の１（２）ア、（４）イ）は、ＹがＸらに対し

て業務上の指揮監督を及ぼしていたことを示すものというべきである。講師は、諸作業を行

うか否かの選択ができたとは認められないから、これが報酬額を安定させるための措置で

あるとするＹの主張は採用できない。 

ウ レッスンの場所や時間帯について、Ｙは、これらがあらかじめ定められていたのは業

務上当然であり、変更の際に同意を要するものとしていたから、労働者性が否定されると主

張する。 

レッスンの時間帯及び校舎は、契約により定められているところ（原判決第３の１（２）

ア）、校舎においてコマ毎に受講者にレッスンを行うという業務の性質上、個別の具体的な

レッスンは当該校舎で定められた時間帯に行われる必要があるということができるが、委

託講師は、特定の校舎で週３４コマあるいは４０コマを受け持ちとしてあらかじめ定め、そ

の時間に予約があればレッスンを行わなければならないとされていたのであるから（原判

決第２の２（３）、第３の１（４）イ）、この時間的、場所的拘束性が純然たる業務の性質の

みから導かれるものとはいえず、指揮監督関係を肯定する方向に働く一事情ということが

できる。 

また、レッスンの時間帯及び校舎の変更については、雇用講師は、契約上、Ｙの業務上の

必要によりスケジュール及び勤務地を変更できるものとされている（原判決第３の１（３）

ア）のに対し、委託講師の契約にはこのような定めがない。そして、Ｘは、Ｙの依頼により、

レッスンの時間帯または校舎が当初約定から変更されたことがあると認められる（原判決

第３の１（５）ア（ア）（補正後）、イないしエ）。これらについては、仮に依頼が直前であ

ったとしても、Ｘらにおいて変更に応じているため、事実上諾否の自由があったかどうか、

雇用講師と異なる点があったかどうかの詳細は不明といわざるを得ず、労働者性を肯定す

る事情として捉えることはできないが、他方これを労働者性を否定する事情としても重き

を置くことはできないと考えられる。 

エ Ｙは、Ｘらが業務を第三者に再委託することができたことを労働者性を否定する要

素として主張する。 

この点については、原判決第３の２（２）エ（補正後）の判示のとおり、再委託が制度上

可能であったとしても、Ｘらにおいて事実上容易ではなかったというべきであるから、再委

託制度があることをもって労働者性を否定する要素であると認めるには至らない。 

（２）報酬の労務対償性について 

Ｙは、報酬の額が雇用講師と比較して高額であった旨主張する。 

委託講師の報酬の定めは、コマ数を基準としており、一定時間労務を提供したことに対す

る対価であって、この基準は雇用講師と同様である（原判決第３の１（２）イ、（３）エ）。

そして、委託講師の基本委託料、言語報酬に成功報酬を加算した金額が１３５０円であり、

成績や社内資格の保持によるステイタスに基づく加算が１００～２００円であるのに対し、
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雇用講師の基本コマ給、職務手当に精勤手当を加算した金額は１１５０円であり、能力査定

に基づくスキル手当が０～８００円であることを考慮すると、両者の報酬・給与体系はやや

異なっているものの、委託講師の報酬が雇用講師の給与より高額とは限らず、その差が労働

者性の判断を左右するほど大きいとはいえない。 

（３）その他の事情について 

ア Ｙは、Ｘらが兼業が可能であったから労働者性を否定すべきである旨主張する。 

しかし、原判決第３の２（１）オの説示のとおり、雇用講師も兼業が可能であること、Ｘ

らが週５日、３４コマ又は４０コマを受け持っていたことからすれば、兼業が可能であるこ

とから直ちに労働者性が否定されるものではなく、また、Ｘらがコマ数を選択していたとし

ても実態として専属性があったといわざるを得ず、この点が労働者性を否定する重要な事

情とはいえない。…… 

 

<裁判例 15 イヤシス事件／大阪地判令和元年 10月 24日労判 1218号 80頁> 

【 職 種 】リラクゼーションサロンにおける整体やリフレクソロジー等の施術業務等従

事者 

【労働者性】肯定 

【 争 点 】労働基準法上の労働者性（割増賃金等） 

【 判 示 】 

……ア 業務従事時間の拘束性 

Ｘらの業務従事時間については、本件各契約書に「委託時間は１日８時間から１０時間を

目途とする」と記載され（認定事実ウ）、Ｘらに送付されたスタッフハンドブックにも「１

０分前出勤を徹底」、「休憩は８時間勤務で１時間」、「（※休憩中でも施術に入らなければい

けない場合あり）」等の記載がある（認定事実イ）。なお、Ｙ代表者の陳述書にも、店舗運営

上Ｘらの面接時にできるだけ８時間はいてもらいたい旨伝えたとの記載がある。加えて、本

件店舗に配置されたスタッフは、３名ないし４名であり、そのシフトにおいて、各日の労務

を提供するのがそのうち２名又は３名であるところ、本件店舗においてスタッフ不足を理

由に閉店できないから、休日の希望日が重なれば、どちらか一方が業務に従事せざるを得な

い。また、例えば、２人体制の日にシフトで割り当てられた業務従事時間中に中抜け（休憩

や私用等の都合のために一時的に業務から外れること）すると、本件店舗の業務従事者が１

人になる。このような人員体制の状況を考えると、Ｘらが自由に中抜けすることも困難であ

る（認定事実ア（オ）、カ、キ）。他方で、ＹがＸらの休日希望日が重なった場合に他の店舗

から従業員を応援に出すなどＸらの自由に休んだり、中抜けしたりできる体制を構築して

いたことを認めるに足りる証拠もない。さらに、Ｘらは、Ｙに対し、売上兼出勤簿において、

客の人数や売上のみならず、出退社時間も報告していた（認定事実ク）。そうすると、仮に

ＡがＸらに対し、業務従事（出勤）を明確には指示していなかったとしても、Ｘらは、Ｙに

よって業務従事時間の拘束を受けていたといわざるを得ない。 
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イ 報酬の労働対価性 

Ｘらの報酬は、歩合制であったけれども、１日当たり６０００円又は５０００円の最低保

証額が定められており、しかもＸらの業務従事時間が８時間に満たない場合には減額され

ていたのであるから（認定事実ウ、サ）、Ｘらの報酬は労働の対価と評価せざるを得ない。 

ウ 諾否の自由、業務の内容・遂行方法に対する指揮命令、業務従事場所の拘束性、事業

性等 

そのほか、Ｘらが顧客の施術の依頼を自由に断れるわけではないこと（認定事実イ、シ）、

Ｙが運営する店舗として他の店舗と同等のサービスを実施してもらう必要があったこと

（そのための研修を受けてもらう必要もあること）はＹも認めていること、ＸらがＹに対し、

Ｙ１データ（編者注：各日の売上、客数、リピート客の数、客の性別、天気、気温、チラシ

配布枚数等を入力したもの）や売上兼出勤簿等によって業務報告をしていたこと（認定事実

ク）、Ｘらの業務従事場所が本件店舗と定められていたこと（認定事実ウ）、本件店舗自体及

びその備品をＹが提供していたこと（認定事実ア（カ））、後述のとおり、Ｘらの報酬がほと

んど最低保証額であって最低賃金を下回るものであり、Ｙの他の従業員に比して高額なも

のであったとはいえないこと、本件各契約書には、労働契約書を修正等して作成されたため

とはいえ、Ｘらが指摘するように「遅刻」や「始末書」等労働契約を前提とした文言が記載

されていること（認定事実ウ）、本件各契約を業務委託とすることは、結果として、本件店

舗の新規開店に伴うリスク（これまで展開してきたビジネスモデルと異なり、本件店舗での

経営状況を計れなかったこと、周辺の他店舗との競争が激しいこと）をリラクゼーション業

務の経験が乏しいＸらに負担させることとなって、Ｘらに酷な状況であったこと（認定事実

ア（ウ）、オ）からすれば、本件店舗にはＸらと同様に委託契約を取り交わした者以外には

店長を含むＹの従業員が配置されていなかったこと、ＸらとＹの従業員（労働契約を締結し

た者）とで業務従事時間の管理や報酬、評価制度の有無等異なった取扱いがされていること

等Ｙが指摘する点を考慮しても、Ｘらは、労基法上の労働者に当たると認められる。…… 

 

<裁判例 16 鑑定ソリュート大分ほか事件／大分地判令和２年３月 19 日労判 1231 号 143

頁> 

【 職 種 】不動産鑑定士 

【労働者性】肯定 

【 争 点 】労働契約法上の労働者性（解雇） 

【 判 示 】 

……ア ＸについてＹの取締役就任登記がされており、Ｘは取締役就任の承諾書に署名

押印しているが、同登記がされてから取締役解任登記がされるまでの約１年８箇月の間、Ｘ

がＹの取締役としての権限を行使したことはなく、Ｙの経営に関わることはなかったので

あり、このことからすれば、本件契約締結に際し、Ｘには、Ｙの取締役という立場に見合っ

た権限はそもそも付与されておらず、取締役として活動することも予定されていなかった
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ものと認められる。 

他方、Ｘは、Ｙの取締役であったＹ２から、Ａ事務所で業務を行うに当たってＸが遵守す

べき事項として午前９時から午後５時までを業務時間とする旨が規定された本件社内規程

を交付され、実際に、兼業を除いては、基本的にその業務時間どおりに業務を行っていて、

業務を行うに当たっては、その内容や納期等についてＹ２から指示を受けるとともに、業務

の進捗状況もＹ２により把握・管理され、業務に後れがあったときは、その遅れを取り戻す

よう命じられるなどしており、また、Ｙ２において、Ｘのスケジュールの把握が可能であっ

た。これらのことからすれば、Ｘは、兼業を除いては、Ｙ２の指揮監督の下で、時間的場所

的拘束を受けつつ業務に従事していたものと認められる。…… 

 

<裁判例 17 ワイアクシス事件／東京地判令和２年３月 25日労判 1239号 50頁> 

【 職 種 】コピーライター 

【労働者性】肯定 

【 争 点 】労働契約法上の労働者性（解雇） 

【 判 示 】 

……（１）指揮監督下の労働であるかについて 

ア 具体的な仕事の依頼、業務指示等に対する諾否の自由の有無 

Ｘは、Ｙにおいてコピーライティング業務に主に従事したほか、Ｙが顧客から受注する際

の窓口業務も担当していたところ、Ｘの担当する顧客から依頼があった場合、基本的に全て

の業務を断ることなく受注していたと認められる（前記１（２）イ）。これらの依頼はＹに

対するものであることからすれば、Ｘが窓口となる場合にこれを拒否する余地はなかった

と推認される。 

また、Ｘ以外の社員が窓口となり、Ｘに対してコピーライティング業務が割り振られた場

合、Ｘは他の業務の状況から物理的に厳しいことや期限を延ばしてもらえればできる旨を

伝えることがあったが、基本的には断ることなく依頼を受けていたと認められるところ（前

記１（２）イ）、本件契約においては業務量を定めることなく月額４３万円の固定報酬とさ

れていたことからすれば（前記１（３）ア）、Ｘがこれらの業務の依頼を拒否することは事

実上困難であったと推認される。 

以上によれば、本件契約において、Ｘには具体的な仕事の依頼、指示について諾否の自由

はなかったというべきである。 

イ 業務遂行上の指揮監督関係の存否・内容について 

（ア）Ｙが受注した広告制作業務の過程において、コピーライティング業務については、

Ｙ代表者やＹの社員がＸに対して具体的な指示をすることはあまりなく、Ｘに相当程度任

されていたと認められるが（前記１（２）イ）、これは、コピーライティングという業務の

専門性によるところが大きいといえる。また、Ｘは、依頼者である顧客のディレクターの指

示には従って修正を重ねていく必要があったものであり（前記１（２）イ）、その指示に従
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わずに自由に作成することなどは許されていなかった。 

そして、Ｙにおいては、月に２回の定例会議において、Ｙ代表者が、Ｘを含む各社員に対

し、担当業務の進捗状況や進行予定などを確認していたほか、前月の売上の数字を出して発

破をかけるなどしていた（前記１（２）エ）。 

このように、コピーライティング業務自体についてはその業務の性質上、Ｙ代表者やＹの

社員から具体的な指示はあまりされていなかったものの、顧客のディレクターの指示には

従って業務を進める必要があり、Ｙにおいても、Ｘの業務の進捗状況や進行予定については、

毎月２回の定例会議で確認し、Ｘに対しても他の社員とともに前月の売上げの状況を踏ま

えた訓示がなされ、少なくとも既存の顧客との関係では売上げを増やすための努力を求め

られていたと推認されることからすると、これらの業務に対する指示の状況は、コピーライ

ティング業務を委託する場合に通常注文者が行う程度の指示等に留まるものと評価するこ

とは困難である。…… 

ウ 時間的場所的拘束性の有無・程度について 

（ア）Ｘは週５日、基本的に平日は毎日Ｙ事務所に出勤し、他の社員と同様、８時間以上

稼働していたこと、Ｙの勤務時間は基本的には午前１０時から午後６時であるが、Ｘは午前

１２時頃に出社することが多く、Ｙにおいては前日の夜遅くまで勤務した場合には出社が

遅くなることをＹ代表者も許容しており、他の社員も６０分から９０分程度の遅刻であれ

ば有給休暇の申請をすることなどは不要であったこと（前記１（２）ウ）からすると、Ｘは、

Ｙの他の社員とほぼ同様の勤務時間、勤務形態で稼働していたと認められる。 

Ｙは、Ｘに対し、出社時間や退社時間について明示的には指示をしていなかったと認めら

れるものの、Ｘは固定報酬制に移行したことから他の社員と同様に出勤するのは当然だと

思っていたものであり、実際に毎日概ね８時間以上稼働していたと認められること（前記１

（２）ウ）に加え、平日はほぼ毎日出社することを前提に定期代を支給されていること（前

記１（４）イ）や、外部のコピーライターとＸとで仕事の中身自体に違いはないが、Ｘは窓

口業務も担当していたこと（前記１（２）イ）、スケジュールアプリケーションにＸの名前

が登録されていたこと（前記１（２）ウ）、少なくとも平成２８年１月ないし４月の４か月

間及び平成２９年の１年間についてはタイムカードの打刻を指示されていたこと（前記１

（２）ウ）からすると、このような勤務時間及び勤務形態を、Ｙにおいても事実上求めてい

たことが推認される。また、毎月２回の定例会議についてはＸが欠席したことはほとんどな

く、遅刻も数回しかなかったと認められることからすると（前記１（２）エ）、定例会議へ

の出席も求められていたものであると推認される。 

以上によれば、業務に関し、時間的場所的な拘束が相当程度あったというべきである。…

… 

エ 業務提供の代替性の有無について 

Ｘが基本的に平日は毎日Ｙ事務所に出社して業務を行っており（前記１（２）ウ）、Ｘ以

外の社員が窓口となる場合はＸに対して業務を割り振り、Ｘが窓口となる場合はＸ自身が
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発注者と連絡を取り合っていること（前記１（２）イ）からすると、ＸがＹから依頼された

業務を、自由に第三者に代替させることは困難であったと推認される。このことは、指揮監

督関係を肯定する要素の一つといえる。 

（２）報酬の労務対償性について 

Ｘは、固定報酬制の本件契約に移行する際、コピーライティング業務の業務量を定めるこ

となく、月額４３万円の固定報酬とされ、実際にＸが担当した業務の売上額にかかわらず毎

月４３万円を支払うものとされていた（前記１（３））。また、Ｘは、コピーライティング業

務だけでなく、窓口業務を行っており（前記１（２）イ）、固定報酬にはこのような業務の

対価も含まれていたと解される。 

そして、Ｘは、基本的に週５日、１日８時間以上Ｙ事務所において上記業務に従事してい

たこと（前記１（２）ウ）からすると、Ｘに対する固定報酬は、Ｘが一定時間労務を提供し

ていることへの対価としての性格を有しているというべきである。…… 

（３）事業者性の有無その他 

ア 業務用機材等機械・器具の負担関係について 

Ｙは、Ｘ専用のデスク及びパソコンを設置していたほか（前記１（１））、本件契約を締結

して以降、ＸのＹ事務所までの定期代を支給し、その他の交通費や経費についてもＹが精算

して負担していたのであり（前記１（４）イ）、本件証拠上、Ｘについて事業者性を認める

要素は窺われない。 

イ 専属性の程度について 

Ｙにおいて、Ｘが他の企業の依頼を受けることは禁止していなかったが、基本的に週５日、

１日８時間以上Ｙ事務所において稼働していたものであるから（前記１（２）ウ）、事実上

他の企業の依頼を個人として受けることは困難であると推認され、実際にも、ＸがＹと本件

契約を締結して以降、他の企業の依頼を受けていないことが認められる。そうすると、Ｘの

Ｙに対する専属性がなかったとはいえない。…… 

 

<裁判例 18 ＡＱソリューションズ事件／東京地判令和２年６月 11日労判 1233号 26頁> 

【 職 種 】システムエンジニア 

【労働者性】肯定 

【 争 点 】労働契約法上の労働者性（解雇） 

【 判 示 】 

……イ Ｙ・Ｘ間の本件基本契約書には、請負ないし業務委託の目的とするシステム開発

業務の内容や報酬について具体的な定めはなく、対象業務の内容、単価その他の条件は個別

契約で別途決定するとされているところ（１（３）ウ）、個別契約の内容を定める注文書に

は、作業内容が「Ａカスタマイズ業務」との記載しかなく（１（３）エ）、また、契約前の

Ａ（編者注：Ｘは、Ａを委託者・Ｙを受託者としたソフトウェア開発業務の委託契約に基づ

き、Ａの事業所で業務に従事していた。）の社員との面談時や契約条件についてのＹ代表者
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とのやりとりの時点においても、Ｘが担当する具体的な業務内容は明確にされておらず（１

（３）アイ）、注文書発行後、Ｘは、Ａの事業所に赴き、平成２９年９月２６日から１１月

末まではＡの社員が作成した作業スケジュール表のとおり仕事の分担を決められ、その後

は、Ｙ代表者が示した表のとおり仕事の分担を決められており、Ａの社員がＸに指示して担

当させた業務には、当初予定されたバッチプログラムの詳細設計、開発（実装）及び単体テ

ストの業務のみならず、基本設計に関わる業務もあり（１（５）エオ。ただし、その内容は、

基本設計といっても補足的なもので、詳細設計に付随した業務と考えられる。）、①Ｘには、

Ａの社員を通じたＹからの業務の依頼（指示）を断る自由があったとは認められない。また、

Ｘは、平成２９年９月２６日から同年１１月３０日まで、Ａの求めに応じて、Ａの社員に対

し、作業スケジュール表や会議において、作業の内容及び進行状況について毎日報告し、確

認を受けており、成果物もＡの社員による検査を受けて対応を行う等、②業務遂行において、

Ａの社員を通じたＹによる指揮監督を受けていた。作業場所はＡの事業所内と指定され、作

業時間は１箇月あたり１５１時間から１８５時間までの間とされ、Ｘは、Ａの社員から、作

業実績報告書により作業時間をＹに報告することを要求されたほか、平日の午前９時３０

分から午後６時１５分まで作業し、午後５時に退社するときや、前記時間に外出するときに

はＡの社員にその旨報告して了承を得ており、また、休日とされる土曜日に出勤をすること

をＡの社員との会議で確認されるなどしていたことから（１（５）イウ）、③Ｘは、時間的、

場所的拘束を受けていたといえる。Ｙとの契約前に、ＸはＡの社員と面談し、システムエン

ジニアとしての経験や保有する資格の確認を受けており（１（３）ア）、ＡとＹとの個別契

約に係る発注書にもＸが作業者であることが明記されており（１（４））、Ｘが第三者に作業

を代替させたり、補助者を使ったりすることは想定されておらず④代替性はなかった。Ｙは、

Ａを通じてＸの作業時間を管理・把握しており、報酬は、作業時間が１箇月あたり１５１時

間から１８５時間までの間に収まる場合には月額６０万円、１５１時間を下回る場合には

時間単価を３９８０円として控除し、１８５時間を上回る場合には時間単価を３２４０円

として加算することとなっており（１（３）エ）、⑤報酬の支払計算方法は、ほぼ作業時間

に応じて決まっていたといえ、作業時間と報酬には強い関連性があったといえる。また、⑥

Ｘは開発のためのコンピューター、ソフトウェア等の機械・器具を有する者ではなく（１

（５）イ）、報酬は月６０万円であり、著しく高いとはいえず（１（３）イ）、また、Ｃの経

営に関わっていることを自認しているが（Ｘ準備書面（１）ｐ９）、同社の役員ではなく、

事業者性が高いとはいえない。⑦Ｘは、Ｙの仕事以外に就くことは禁止されていないが、１

日の作業時間によれば事実上専属の状態であった（１（５）ウ）。…… 

 

<裁判例 19 エアースタジオ事件／東京高判令和２年９月３日労判 1236号 35頁> 

【 職 種 】劇団員 

【労働者性】肯定 

【 争 点 】労働基準法上の労働者性（最低賃金、割増賃金） 
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【 判 示 】 

……本件劇団は、年末には、翌年の公演の年間スケジュールを組み、２つの劇場を利用して

年間約９０本の公演を行っていたこと、本件入団契約においては、Ｘは、本件劇団の会場整

理、セットの仕込み・バラシ、衣裳、小道具、ケータリング、イベント等の業務（以下、出

演以外の劇団運営に必要な業務を「裏方作業」又は「裏方業務」ともいうことがある。）に

積極的に参加することとされ、実際に、本件劇団の劇団員らは、各裏方作業について「課」

又は「部」なるものに所属して、多数の公演に滞りが生じないよう各担当「課（部）」の業

務を行っていたこと、Ｘを含む男性劇団員らは、公演のセット入替え（バラシ及び仕込み）

の際、２２時頃から翌日１５時頃までの間、可能な限りセットの入替えに参加することとさ

れ、各劇団員らが参加可能な時間帯をスマートフォンのアプリケーションを利用して共有

し、Ｘも相当な回数のセットの入替えに参加していたこと、音響照明は、劇団において各劇

団員らが年間４回程度担当するよう割り振りが決定され、割り当てられた劇団員らは、割当

日に都合がつかない場合には交代できる者を確保し、割り当てられた公演の稽古と本番そ

れぞれに音響照明の担当者として参加していたことなどが認められ、これらの点を考慮す

ると、Ｘが、大道具に関する業務や音響照明の業務について、担当しないことを選択する諾

否の自由はなく、業務を行うに際しては、時間的、場所的な拘束があったものというべきで

ある。 

また、Ｘは、劇団員のＡとともに小道具課に所属し、同人との間で、年間を通してほぼ毎

週行われる公演のうちどの公演の小道具を担当するか割り振りを決め、別の公演への出演

等で差支えのない限り、日々各公演の小道具を担当していた事実が認められるところ、公演

本数が年間約９０回と多数であって、Ｘが、年間を通じて小道具を全く担当しないとか、一

月に一公演のみ担当するというようなことが許される状況にあったとは認められないこと

などからすると、Ｘが、本件劇団が行う公演の小道具を担当するか否かについて諾否の自由

を有していたとはいえない。また、小道具は、公演の稽古や本番の日程に合わせて準備をし、

演出担当者の指示に従って小道具を準備、変更することも求められていたことなどからす

ると、Ｘは、本件劇団の指揮命令に従って小道具の業務を遂行していたものというべきであ

る。 

…… 

（３）公演への出演，演出及び稽古について 

ア ……劇団員は事前に出演希望を提出することができるものの，まず出演者は外部の役

者から決まっていき，残った配役について出演を検討することになり（原審におけるＩ及び

Ｅの証言によると１公演当たりの出演者数２０から３０人に対して劇団員の出演者数４人

程度），かつ劇団員らは公演への出演を希望して劇団員となっているのであり，これを断る

ことは通常考え難く，仮に断ることがあったとしても，それはＹの他の業務へ従事するため

であって，前記のとおり，劇団員らは，本件劇団及びＹから受けた仕事は最優先で遂行する

こととされ，Ｙの指示には事実上従わざるを得なかったのであるから，諾否の自由があった
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とはいえない。また，劇団員らは，劇団以外の他の劇団の公演に出演することなども可能と

はされていたものの，少なくともＸについては，裏方業務に追われ（小道具のほか，大道具，

衣装，制作等のうち何らかの課に所属することとされていた。）他の劇団の公演に出演する

ことはもちろん，入団当初を除きアルバイトすらできない状況にあり，しかも外部の仕事を

受ける場合は必ず副座長に相談することとされていたものである。その上，勤務時間及び場

所や公演についてはすべてＹが決定しており，Ｙの指示にしたがって業務に従事すること

とされていたことなどの事情も踏まえると，公演への出演，演出及び稽古についても，Ｙの

指揮命令に服する業務であったものと認めるのが相当である（Ｘが本件劇団を退団した後

に制定されたＹの就業規則によれば，出演者が出演を取りやめる場合は代役を確保するこ

とが求められており，Ｘが本件劇団在籍中も同様であったものと窺われる）。…… 

 

<裁判例 20 ブレイントレジャー事件／大阪地判令和２年９月３日労判 1240号 70頁> 

【 職 種 】ホテルのフロント業務従事者 

【労働者性】肯定 

【 争 点 】労働基準法上の労働者性（割増賃金等） 

【 判 示 】 

……（１）業務内容及び遂行方法に対する指揮命令 

Ｘの業務は、本件業務委託契約書中に、その内容が細かく特定されていた上、同契約書上、

Ｘは、かかる業務をＹの指示によって行い、勤務日ごとに毎回各種状況の報告を行うことと

されていた（前提事実（３））。そして、Ｘは、実際に、Ｙに対し、受託業務報告書の書式を

用いて、利用客についての報告事項、引継ぎ事項を記載する欄のほか、一時間ごとの入室中、

掃除中及び利用停止中の客室数に至るまで、業務につき詳細な内容の報告を上げていた（認

定事実（４））。このように、Ｙによる詳細な特定や報告の要求があったことからすると、Ｘ

の業務内容及び遂行方法に対しては、Ｙの指揮監督が及んでいたということができる。 

（２）時間的場所的拘束性 

Ｘの業務は、その業務時間が、基本的に午前１１時から翌日の午前１１時と定められ、業

務を行う場所も、本件ホテルという一つの場所に定められているものであって、時間的場所

的な拘束性がある。…… 

 

<裁判例 21 ロジクエスト事件／東京地判令和２年 11月 24日労判 1259号 69頁> 

【 職 種 】配送業務従事者 

【労働者性】否定 

【 争 点 】労働契約法上の労働者性（解雇） 

【 判 示 】 

……（１）まず、Ｘは、前記第２の３（１）のＸ主張欄アのとおり、本件契約が労働契約

に当たる旨主張する。 
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しかし、本件契約は、配送業務に関する基本契約であり、個別の配送業務については、本

件会社が業務があれば発注することとなっており、Ｘにその発注についての諾否の自由が

あるものと認められる。Ｘは、週３日働く旨のシフト表を提出し直さなければならなかった

と主張するが、これを裏付ける証拠はないし、仮にＸが週３日働く旨のシフト表を本件会社

の要望に応じて提出し直したことがあったとしても、もともとの募集が週３日以上を前提

としていたことに照らせば、これをもってＸの諾否の自由がないとは直ちにいえない。 

また、本件契約において、Ｘは、業務の遂行に当たり、本件業務の性質上最低限必要な指

示以外は、業務遂行方法等について裁量を有し自ら決定することができることとされてい

る。そして、Ｘは、配送業務の遂行に当たり、本件会社の社名やロゴが入ったエコキャリー

バック、エコキャリーカート、ユニフォームを使用しているが、これは円滑な業務遂行を目

的としたものである可能性がある以上、Ｘの労働者性を基礎付けるものとはいえない。また、

仮にＸが身だしなみについて注意されたことがあったとしても、社会通念に照らして、業務

の性質上当然に注意されるべき事柄であるから、これをもってＸの労働者性を基礎付ける

ものとはいえない。 

そして、本件契約の料金は、配送距離に応じた単価に個々の件数を乗じて算出するもので

あり、労務提供時間との結び付きは弱いものであるといえる。そして、本件会社については

「日曜祝日手当」が支給されていたことは争いがないが、日曜祝日に委託を受注する業者が

少ないこととの関係で単価を上げざるを得なかった可能性がある以上、これをもって、Ｘの

労働者性を基礎付けるものとはいい難い。本件会社の募集広告に「１時間当たり８５０円の

手取り保障」「フリー切符代１日１５９０円支給」との記載があるが、これらの条件は「勤

務開始後１ヶ月間の特典」という一時的なものであったことからすれば、これをもってＸの

労働者性を基礎付けるものとはいえない。…… 

 

<裁判例 22 日本代行事件／大阪地判令和２年 12月 11日労判 1243号 51頁> 

【 職 種 】運転代行業務従事者 

【労働者性】否定 

【 争 点 】労働基準法上の労働者性（割増賃金等） 

【 判 示 】 

……ア（ア）Ｙにおいては、Ｘらを含むドライバーは、毎週木曜日までに翌週の出社予定

について、定型の書式を用いて、各日ごとに「出社」、「連絡」、「休み」の三種類から選択し

て記入するという方法で連絡することになっていたところ（認定事実（１）ア）、かかる体

制から明らかなとおり、ドライバーは、出社する日を自由な意思で決定することができると

されていたものであり、Ｘらが出社を希望したにもかかわらず、Ｙから出社を拒否されたあ

るいはＸらの意思に反して出社を命じられたというような事情はうかがわれない（このこ

とは、Ｘらが「連絡」として届け出た日について、Ｙから出社の打診があった場合について

も同様であるといえる。）。 
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また、Ｙにおいては、ドライバーのほかにオペレーター部、ビル管理部、経理部及びイン

ターネット事業部所属の従業員がいるところ、同従業員はタイムカードを打刻することと

されている（認定事実（３）イ）のに対し、Ｘらを含むドライバーはタイムカードを打刻す

ることとされていない。 

そうすると、Ｘらを含むドライバーは出社するか否かを自らの意思で自由に決定するこ

とができていたものであり、また、労働時間も把握されていなかったものであるから、勤務

日・勤務時間について拘束されていなかったということができる。 

（イ）また、認定事実（１）ウのとおり、Ｘらを含むドライバーは、番号札を取ったり、

運転代行業務に使用する車両を手に入れるため最初にＹ事務所に赴く必要があるが、その

後は、Ｙの事務所で待機して打診を待つことも、歓楽街等で打診を待つことも自由であった

のだから（歓楽街で待機していれば、周囲の飲食店で飲酒して出てきた酔客から、直接代行

業務の申込みを受けることが可能となり、番号札の順番に従って打診を受けるより早く代

行業務に従事することもあり得るから、歓楽街で待機するということもあり得るといえ

る。）、勤務場所についても拘束されていなかったということができる。 

イ Ｘらを含む各ドライバーはＹからの打診を受けて運転代行業務に従事するところ、

どのような経路で顧客の指定する場所まで赴くか、運転代行業務終了後、どこで待機するか、

待機場所まで戻る際に高速道路を使用するか否かなどは各ドライバーが自由に決めていた

ものである（認定事実（１）カ）。そうすると、運転代行という業務の遂行方法について、

Ｙから各ドライバーに対する個別具体的な指示はなされていなかったということができる。 

ウ 前記アのとおり、Ｘらを含むドライバーが出社日を自由に決定することができてい

たことからすれば、Ｘらを含むドライバーはある日について業務を受けるか否かの諾否の

自由を有していたといえる。 

また、認定事実（４）のとおり、一般のドライバーではなく、Ｙの本部長であるＤがドラ

イバーとして運転業務に従事したことがあるところ、Ｙが、個々のドライバーに対して、具

体的な個別の運転代行業務に従事することを命じることができるのであれば、「本部長」と

いう高位の役職にあることがうかがわれるＤを運転代行業務に従事させる必要はなく、ド

ライバーに命じて従事させれば足りるといえる。それにもかかわらず、Ｄが運転代行業務に

従事しているのは、Ｙにおいては、Ｘらを含むドライバーが、Ｙの営業時間内であっても、

各ドライバーの事情（例えば、Ｙでの業務が副業であった場合、本業の出勤時間との兼ね合

いなどが想定される。）から、一定の時間になれば自らの意思で以降の運転代行業務に従事

しないこととするなどという諾否の自由を有していたからであることがうかがわれる。 

エ（ア）Ｙが、Ｘらを含むドライバーに対して支払う報酬は、運転代行業務の売上額に応

じてその金額が決まる完全歩合制となっていたものであるから（前提事実（３））、労務提供

時間の長さとは無関係なものであったといえる。そうすると、Ｘらが支払を受ける報酬は、

労務対償性が弱かったことになる。…… 

オ Ｙの営業時間が午後８時から午前４時という夜間であったこと（認定事実（５）（６））、
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Ｙが求人情報サイトに掲載していた情報においても「Ｗワークの方も歓迎」とされていたこ

と（認定事実（５）イ）からすれば、Ｙで運転代行業務に従事するドライバーは、副業とし

て従事している者が多かったことがうかがわれ、そうであれば、Ｙで運転代行業務に従事し

ていたドライバーには専属性がなかったことになる。そして、ほかに、本件において、Ｘら

が、Ｙの業務に専従していたことをうかがわせる事情も認められない。…… 
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別紙３ 関連通達 

 

番号 業務等 通達 

１ 新聞配達人 昭和 22年 11月 27日付け基発第 400号 

２ 生命保険の外務員 昭和 23年 1月 9日付け基発第 13号 

３ 法人、団体または組合の執行

機関 

昭和 23 年 1 月 9 日付け基発第 14 号、昭和 63 年

3 月 14 日付け基発第 150号・婦発第 47号、平成

11年 3月 31日付け基発第 168号 

４ 新聞配達に従事する児童 昭和 23年 2月 24日付け基発第 356号 

５ 職員を兼ねる重役 昭和 23年 3月 17日付け基発第 461号 

６ 共同経営の事業 昭和 23年 3月 24日付け基発第 498号 

７ 受刑者 昭和 23年 3月 24日付け基発第 498号 

８ 大工 昭和 23年 12月 25日付け基収第 4281号、昭和 63

年 3月 14日付け基発第 150号・婦発第 47号、平

成 11年 3月 31日付け基発第 168号 

９ 消防団員 昭和 24 年 1月 10日付け基収第 3306 号、昭和 33

年 2月 13日付け基発第 90号 

10 看護師見習 昭和 24年 4月 13日付け基収第 886号 

11 組合専従職員 昭和 24 年 6月 13日付け基収第 1073 号、昭和 33

年 2月 13 日付け基発第 90 号、昭和 63年 3 月 14

日付け基発第 150号・婦発第 47 号、平成 11 年 3

月 31日付け基発第 168号 

12 看護師養成所の生徒 昭和 24 年 6 月 24 日付け基発第 648 号、昭和 25

年 11月 1 日付け婦発第 291 号、平成 9年 9 月 25

日付け基発第 648号 

13 放送協会に専属の管弦楽団、

合唱団、劇団、効果団 

昭和 24年 7月 7日付け基収第 2145号 

14 競輪選手 昭和 25年 4月 24日付け基収第 4080号 

15 地方労働委員会の委員 昭和 25年 8月 28日付け基収第 2414号 

16 市町村の固定資産調査員 昭和 28年 7月 6日付け基収第 2683号 

17 調教師、厩務員間 昭和 32年 10月 18日付け基収第 6819号 

18 あんま師、はり灸師 昭和 36年 4月 19日付け基収第 800号 

19 家庭裁判所から補導を委託さ

れた非行少年 

昭和 40 年 5 月 20 日付け基収第 445 号、昭和 63

年 3月 14日付け基発第 150号・婦発第 47号、平

成 11年 3月 31日付け基発第 168号 
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20 鳥獣保護員 昭和 40年 10月 13日付け基収第 5923号 

21 院外作業に従事する入院患者 昭和 43年 8月 15日付け 42基収第 3650号 

22 委託契約による学校用務員等 昭和 44年 4月 7日付け基収第 343号 

23 商船大学等の実習生 昭和 57年 2月 19日付け基発第 121号 

24 インターンシップ 平成 9年 9月 18日付け基発第 636号 

25 障害者自立支援法に基づく就

労継続支援により作業を行う

障害者 

平成 18年 10月 2日付け基発第 1002004号、平成

19年 5月 17日付け基発第 0517002号、平成 24年

3月 30日付け基発 0330第 30号 

26 バイシクルメッセンジャー・

バイクライダー 

平成 19年 9月 27日付け基発第 0927004号 

27 授産施設、小規模作業所等に

おいて作業に従事する障害者 

平成 19年 5月 17日付け基発第 0517002号 

28 生活困窮者自立支援法に基づ

く就労準備支援事業・就労訓

練事業において就労する者 

平成 27年 3月 26日付け基発 0326第 7号 

29 貨物軽自動車運送事業の自動

車運転者 

令和 5年 12月 15日付け基監発 1215第 1号 

※各通達の内容については、厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index02.html）を参照

してください。 

 


